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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第１期 第２期 第３期 第４期

決算年月 2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月

売上高 (千円) 139,504 519,062 1,212,730 1,611,587

経常利益 (千円) 8,300 158,840 294,549 303,346

当期純利益 (千円) 6,447 111,400 193,400 199,606

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― － －

資本金 (千円) 90,000 90,000 90,000 593,424

発行済株式総数 (株) 1,800 3,600 7,200 1,920,000

純資産額 (千円) 96,447 207,848 401,249 1,607,703

総資産額 (千円) 135,038 327,420 697,012 1,842,242

１株当たり純資産額 (円) 53,582.09 144.34 278.65 837.35

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― ― － －
(―) (―) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 3,582.09 77.36 134.31 137.74

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― － 137.59

自己資本比率 (％) 71.4 63.5 57.6 87.3

自己資本利益率 (％) 6.9 73.2 63.5 19.9

株価収益率 (倍) ― ― － 59.1

配当性向 (％) ― ― － －

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 109,942 213,967 195,287

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △25,516 △90,723 △107,871

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― － 993,198

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 129,693 252,937 1,333,551

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
6 13 39 58

〔―〕 〔―〕 〔1〕 〔6〕

株主総利回り (％) ― ― ― ―
(比較指標：―) (％) (―) (―) (―) (―)

最高株価 (円) ― ― ― 8,710

最低株価 (円) ― ― ― 5,500
 

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．第１期においては潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については記載してお

りません。第２期及び第３期については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中
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平均株価が把握できないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については記載しておりません。

６. 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社は2019年10月28日に東京証券取引所マ

ザーズ市場に上場したため、新規上場日から当事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定

しております。

７. 第１期から第３期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

８. 従業員数欄の[ ]には、臨時雇用者(パートタイマー及び派遣社員)の年間平均雇用人員(月末平均)を外数で

記載しております。

９．主要な経営指標等のうち、第１期については会社計算規則(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した

各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

10．第２期から第４期までの財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(1963年大蔵省令第59条)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新

日本有限責任監査法人により監査を受けております。

11．第１期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目

については記載しておりません。

12．当社は、2016年12月１日付及び2018年5月10日付でそれぞれ普通株式１株につき２株の株式分割を、また

2019年４月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、第２期の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益を算定しております。

13. 第１期から第４期までの株主総利回り及び比較指標は、2019年10月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上

場したため、記載しておりません。

14．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。ただし、当社株式は、2019

年10月28日から東京証券取引所マザーズ市場に上場されており、それ以前の株価については該当がありませ

ん。
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２ 【沿革】

当社の創業者である山川雅之氏(医師。現当社大株主。元当社代表取締役)及び裙本理人(当社代表取締役社長)は、

再生医療の産業化推進を目的として、2015年11月に東京都港区西麻布において当社を創業いたしました。

当社設立以降の主な沿革は、次のとおりであります。

年月 概要

2015年11月 東京都港区西麻布に再生医療支援を事業目的としたセルソース株式会社(資本金90百万円)を設立

2016年３月 東京都渋谷区渋谷に「再生医療センター」として、CPC(Cell Processing Center)を開設

2016年３月 「FatBankサービス」及び「血液由来加工受託サービス」を開始

2016年４月 「美顔器の仕入販売」を開始

2016年５月 Medikan Co., Ltdと同社医療機器製品の日本国内独占販売契約を締結

2016年６月 「医療機器製造業許可」並びに「第三種医療機器製造販売業許可」を取得

2016年８月 「医療機器販売」を開始

2016年８月 「化粧品製造販売業認可」を取得

2017年２月 「再生医療センター」において、「特定細胞加工物製造許可」を取得

2017年５月 「脂肪由来幹細胞加工受託サービス」を開始

2017年５月
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に即した医療の提供を支援する「再生医療等法規対
応サポートサービス」を全面提供開始

2017年７月 化粧品「シグナリフト」ブランドの美容液「エクストラエンリッチ」の直販を開始

2018年１月 「高度管理医療機器等販売業許可」を取得

2018年８月 多血小板血漿(PRP)を加工し長期保管を可能にするPFCフリーズドライ製法の特許取得

2018年11月 東京都渋谷区渋谷に本社を移転

2018年11月 化粧品「シグナリフト」ブランドの保湿クリーム「エンリッチクリーム」の販売を開始

2019年４月 化粧品「シグナリフト」ブランドの洗顔料「ジェリーウォッシュ」の販売を開始

2019年６月
国立大学法人大阪大学と、エクソソームを含む細胞分泌物を用いる治療法確立を目的とした「共同
研究契約」を締結

2019年10月 東京証券取引所マザーズ市場に上場
 

 

（注） 当事業年度末日後、本書提出日までに以下の事象が発生しております。

年月 概要

2019年11月
住商ファーマインターナショナル株式会社と「脂肪由来幹細胞の分譲に関する契約」を締結し研究
用途での提供を開始
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３ 【事業の内容】

当社は、再生医療(※)を提供する医療機関への「脂肪・血液由来の組織・細胞の加工受託サービス」、再生医療等

の安全性の確保等に関する法律(以下、「再生医療等安全性確保法」)に関する再生医療等法規対応や経営管理を支援

する「コンサルティングサービス」、及び「医療機器販売」で構成される「再生医療関連事業」と、化粧品及び美顔

器を一般消費者に販売する「コンシューマー事業」に取り組んでおります。

各事業の内容及び特徴は次のとおりであります。なお、これらの事業は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　

(1) 財務諸表　注記事項」におけるセグメントの区分と同一であります。

 

(※)　本書において「再生医療」は、「再生医療等安全性確保法」第２条第１項に定める「再生医療等」と同一の

定義で使用しております。また、本書において「再生医療等」とは、かかる再生医療に加え、当社が提供す

る「血液由来加工受託サービス」や「FatBankサービス」を利用した治療など再生医療等安全性確保法の対象

外の治療を含むものとしています。

 

(1) 再生医療関連事業

①　脂肪・血液由来の組織・細胞の加工受託サービス

ａ．脂肪由来幹細胞加工受託サービス

2014年11月に施行された「再生医療等安全性確保法」では、医療機関が、再生医療に用いる細胞の加工作業

を特定細胞加工物製造許可を取得した加工施設を有する外部企業へ委託することが認められております。

当社の再生医療センターは同法に基づく当該製造許可を取得しており、整形外科や形成外科等の医療機関よ

り委託を受けて、当該医療機関が患者から採取する脂肪組織を預かり、脂肪組織由来間葉系幹細胞(以下、「脂

肪由来幹細胞」(※))を抽出、培養、凍結保存する加工作業を行っております。なお、本サービスの委託者であ

る医療機関は、患者から採取した脂肪組織から加工された脂肪由来幹細胞を公的医療保険が適用されない自由

診療(以下、「自由診療」)のもとで、当該患者に対して主に変形性膝関節症の治療に用いております。

当社の行う脂肪由来幹細胞の加工作業に必要な脂肪組織は約20mLと少量であり、抽出及び培養後は凍結処理

により長期保存が可能であります。したがって、医療機関は本サービスを当社に委託することにより、少量の

脂肪組織の採取で当該患者に対して複数回の脂肪由来幹細胞の患部への投与が可能となるため、医療機関及び

患者の負担が軽減されます。

本サービスでは、患者から採取された脂肪組織の加工作業が完了した時点で加工受託に係る会計上の収益を

計上し、その後、当該加工の委託者である医療機関からの要請による脂肪由来幹細胞の発送の都度、配送並び

に凍結保存の対価として手数料を収受し、別途配送料として会計上の収益を計上しております。

 

(※)　「脂肪由来幹細胞」とは、脂肪、骨、筋肉、血管等の様々な組織への分化能を有する幹細胞であり、主

に創傷治癒・抗炎症性免疫調節・新生血管形成等の働きがあると言われております。この作用を利用

し、患部等に脂肪由来幹細胞を注入することで炎症の抑制や硬化した組織の再生等の様々な効果が期待

されています。また、医療業界での最近の研究から、これら作用・効果の機序として、幹細胞自身の直

接作用のみでなく、幹細胞が産生する細胞外小胞(以下、「エクソソーム」)による周囲の細胞へのパラ

クライン効果(分泌物による近隣の細胞や組織への作用効果)が着目されています。

 

ｂ．血液由来加工受託サービス

本サービスにおいて当社は、整形外科や形成外科等の医療機関より委託を受けて、当該医療機関が患者から

採取する血液を預かり、その血液から多血小板血漿(PRP)(※１)を作成し、活性化させ、成長因子等を濃縮し、

無細胞化した後に凍結乾燥(フリーズドライ)を施した「PFC-FD」(※２)を作成する加工作業を行っておりま

す。なお、本サービスの委託者である医療機関は、当該患者に対する自由診療における主に変形性膝関節症な

どの治療を目的として、「PFC-FD」を用いております。

現在、自己血から抽出したPRPを患部に注入し自己組織の修復を促す治療が整形外科、形成外科、皮膚科等で

行われておりますが、本サービスにおいて、特許取得済みの当社独自技術により加工作成される「PFC-FD」

は、医療機関内にて常温かつ長期間での保存が可能である点が特徴であります。

本サービスでは、加工の成果物であるPFC-FDを、委託者である医療機関に一括して発送しており、本サービ

スによる会計上の収益はPFC-FDの発送時点で計上しております。
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(※１)「多血小板血漿(PRP)」とは、血小板が多く含まれる血漿の事であります。血液中の血小板は様々な成長因子

を含有し、組織の治癒過程において細胞の働きを調整する機能を有しております。この作用を利用し、患部

等にPRPを注入することで炎症を抑制させる等の効果が期待されております。

 

(※２)「PFC-FD」を用いた療法は、サイトカイン(細胞から分泌される低分子のタンパク質である生理活性物質)の

みを投与する療法となります。そのため、細胞加工物であるPRP療法とは異なり再生医療等安全性確保法の

対象外となります。

 

ｃ．FatBankサービス

本サービスにおいて当社は、形成外科や美容外科等の医療機関より委託を受けて、医療機関が形成医療や美

容医療等を目的として採取した患者の脂肪組織を預かり、脂肪組織を劣化させない超低温の環境で長期間の保

管を行っております。従来、医療機関が脂肪組織を利用する医療を提供する際には、患者から都度、脂肪組織

を採取しておりましたが、医療機関は本サービスを利用することで、必要な脂肪組織を安全に長期間保管して

おくことができるようになります。そのため、医療提供時に患者から都度、脂肪組織を採取する必要がなくな

り、医療機関及び患者の負担が軽減されます。

本サービスでは、会計上、脂肪組織の凍結保存処理が完了した時点で当該処理に係る収益、並びに医療機関

の要請により保管している脂肪組織の配送時点で当該配送料に係る収益を計上しております。なお、当社は、

１年を超える保管を行う場合には、追加で保管延長料に係る収益を計上します。

 

②　コンサルティングサービス

ａ．再生医療等法規対応サポートサービス

医療機関が患者に再生医療を提供する場合、「再生医療等安全性確保法」に基づき、提供しようとする再生

医療のリスクに応じた提供計画を事前に厚生労働大臣に提出することが義務づけられており、また、医療機関

が自院で脂肪由来幹細胞や多血小板血漿(PRP)などの特定細胞加工物を製造する場合は、事前に厚生労働大臣へ

届出することが必要であります。かかる法的手続きを経ない再生医療等の提供あるいは特定細胞加工物の製造

は医療機関において法律違反となり、罰則が科されることとなります。

本サービスにおいて当社は、再生医療を行う医療機関より委託を受けて、医療機関が患者に再生医療を提供

する際に必要となる各種申請・届出業務に係る書類作成等のサポート業務を行っております。

当社では、第２種及び第３種再生医療等提供計画書(※)の作成支援を行うほか、法令等により定められた各

定期報告書の作成支援、特定細胞加工物製造届出の支援及び法令遵守に関する各種助言等を行っております。

 本サービスでは、会計上、当社の提供するサービスが完了した時点で収益を計上しております。

 

(※)「再生医療等提供計画書」とは、再生医療等安全性確保法第４条第１項に定める、再生医療等を提供する

医療機関が認定再生医療等委員会の意見を聴取した上で地方厚生局に提出しなければならない書面で

す。なお、再生医療に用いられる医療技術は、再生医療等安全性確保法において、人の生命及び健康に

与えるリスクの度合いから第１種から第３種に分類され、第１種はiPS細胞やES細胞などを用いた上記の

リスクが最も高いもの、第２種は培養した幹細胞などを用いた医療技術等で第１種ほど上記のリスクが

高くないもの、第３種は第１種及び第２種以外で最も上記のリスクが低い医療技術等とされています。

 
ｂ．経営管理支援サービス

本サービスにおいて当社は、医療機関より委託を受けて、KPI（重要業績評価指標）による経営管理手法や人

材マネジメント手法の導入及び運営、並びに他の医療機関やアカデミア等との業務提携等をサポートする経営

管理支援サービスを提供しております。

本サービスでは、毎月の役務の提供が終了した時点で当該月の業務委託料を収益として計上しております。

 

③　医療機器販売

当社は、医療機関の円滑な再生医療の提供を支援することを目的とし、医療機関に対して、患者から血液及び

脂肪等の組織を採取するために必要な医療機器を販売しております。

当社では、世界的に販売実績のある医療機器メーカーのMedikan Co., Ltdと国内販売独占契約を締結するなど

し、医療機関に販売する医療機器の仕入れ・販売を行っております。

医療機器販売での会計上の収益認識は、一般的な機器販売と同様であります。
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(2) コンシューマー事業

本事業において当社は、当社の再生医療センターでの脂肪由来幹細胞の研究に基づき開発された化粧品ブランド

「シグナリフト」の美容液「エクストラエンリッチ」、クリーム「エンリッチクリーム」、及び洗顔ジェル「ジェ

リーウォッシュ」等、一般消費者向けの化粧品の製造販売を行うほか、美顔器の通信販売を主に行っております。

当社の化粧品は、再生医療関連事業における脂肪由来幹細胞の研究成果をもとに、肌のハリが生まれるメカニズ

ムに着目して開発された独自成分「シグナペプチド」を配合している点が特徴であります。販売手法は自社Webサイ

トによる通信販売のほか、インターネットショップや医療機関・ドラッグストアなど店舗への販売になります。ま

た、当社は、化粧品販売事業者からの化粧品のOEM製造を受託しております。なお、当社が販売する化粧品及びOEM

製造を受託した化粧品の製造は化粧品製造業許可を取得している外部事業者に委託しております。

本事業での会計上の収益認識は、一般的な化粧品販売と同様であります。

 

事業の系統図は、次のとおりであります。

 

(1) 再生医療関連事業
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(2) コンシューマー事業

 
 

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2019年10月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

58
35.4 1.4 5,525

(6)
 

　

セグメントの名称 従業員数(名)

再生医療関連事業 38(5)

コンシューマー事業 9(1)

全社(共通) 11(0)

合計 58(6)
 

(注) １．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

２．臨時雇用者は(　)内に年間平均雇用人員(月末平均)を外数で記載しております。

３．全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

４．前事業年度末に比べ従業員数が19名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加した

ことによるものであります。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

本書提出日現在における経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。また、文中の将

来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 経営方針及び経営環境

当社は、2014年11月の「再生医療等安全性確保法」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」)の施行を踏まえ、再生医療関連業の産業化推進と同業での新た

な価値創出を目指し、2015年11月に創設され、当事業年度である2019年10月期は創設第４期となります。

再生医療の市場規模は、周辺産業を含め、世界では2012年に3,400億円だったものが2050年には53兆円まで、国内

では2012年に260億円だったものが2050年には3.8兆円までの成長が予測されております(経済産業省　生物化学産業

課　2015年８月「法施行を踏まえた 再生医療の産業化に向けた取組」)。

当社は、研究から治療の段階へと発展してきた再生医療分野における事業及び再生医療分野事業により獲得した

ノウハウ・ブランディングを活かしたその他関連事業を通じ、健康寿命の長期化により社会へ貢献すべく「すべて

の人生に、再生医療を。」をコーポレート・ミッションに掲げ、以下を経営基本方針として事業を推進しておりま

す。

 

①　再生医療等安全性確保法に基づく自由診療の分野に注力し、確固たる事業基盤を構築する。

②　提携医療機関との緊密な関係性を強みとし、自家細胞治療及びエクソソーム関連治療・開発に重点的に資源投

入、過当競争環境下にある他家細胞治療分野へは原則として自ら参入せず、他家細胞原料を用いた再生医療等

製品を製造する他社に対し原料供給者として協働する。

③　他社との事業提携を有効に活かし、自社内基盤コストを抑え、高い価格競争力を維持する。

④　人財への投資は最重要な経営課題と捉え、採用に妥協は許さない。

⑤　将来的な海外展開を視野に、海外における再生医療に関する法令整備の動向を注視する。

⑥　過剰な与信リスクを抱えぬよう、取引先の信用状況等を精査し取引先管理に努める。

⑦　法的リスクのコントロール及びコンプライアンス遵守は経営及び業務遂行上の基本とし、業界全体の規範とな

る。

⑧　最新のITを駆使して、コミュニケーションコストをミニマイズし、徹底したスピードを追求する。

⑨　次の成長戦略を常に描き、足元の事業の拡大・安定化と並行して、次の布石を打つ努力を惜しまない。

 
(2) 経営戦略

当社の経営戦略は以下のとおりであります。

①　再生医療関連事業における提携医療機関の増加と新たな治療分野の拡大

②　再生医療周辺の新規技術開発並びに共同研究への積極的参画による臨床応用の展開加速

③　学会セミナーの本格展開とアカデミア・医師等との共同治験推進

④　協業会社等との連携による営業力の強化

⑤　再生医療関連事業により蓄積されたデータ、ノウハウを活用した新たな事業展開

⑥　コンシューマー事業における直販モデルの拡大とOEM製品ラインナップの増加

 
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社が属する再生医療業界は端緒についたばかりであり、業界を取り巻く環境の今後の動向に不確実性が高く、

本書提出日現在、当社では経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標及びその数値目標を定めており

ませんが、経営指標の構成要素となり得る、売上高営業利益率(以下、「営業利益率」)、再生医療関連事業におけ

る加工受託サービスの提供先の医療機関数及び加工受託件数を主要業務係数としてモニタリングしております。

今後、業界動向及び当社の業績の推移等を勘案し、早期に経営指標及び数値目標を決定する予定です。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

経営戦略を推進する上で、当社は対処すべき課題を以下のとおり認識し、その解決に向けた取り組みが必要であ

ると考えております。

 

①　加工受託処理能力の向上

再生医療等に係る国内外での有効臨床データの発表や当該治療方法の認知度の高まり等を背景に、当社の再生

医療関連事業での脂肪由来幹細胞加工受託サービスと血液由来加工受託サービスを合わせた加工受託件数（受注

ベース）は、前事業年度の2,320件に対して、当事業年度は5,228件と順調に増加しており、今後もこの傾向は継

続するものと認識しております。当社は、加工受託件数の増加にあわせた処理能力の向上のため、加工業務に使

用する培地や機器等の改良・増設などによる作業工程の効率化や、専門的な知識・技能を有する優秀な人材の採

用と育成を進めております。さらに、加工業務の一部を外部事業者に再委託することを検討しております。

 

②　治療・診療データの蓄積・エビデンスの確保

再生医療関連事業での加工受託及び医療機関等との連携による治療・診療等の実績データの蓄積・エビデンス

の確保は、学会やセミナー等での展開やアカデミア・医師等との協働推進、さらには新たな事業エリアへの布石

に向けて必要不可欠なものであると認識しております。当社では、かかるデータ蓄積・エビデンス確保を重要な

経営課題と認識するとともに、その手法についても強化、改善してまいります。

 

③　内部統制、内部管理・法令順守・情報管理態勢の強化

事業推進や外部との協業等において、当社の経営管理上の信用力向上が必要となります。そのためには、内部

統制システム及びリスク管理・法令遵守・情報等に関する内部管理態勢の基盤構築が重要であると認識しており

ます。当社ではかかる内部統制・内部管理態勢の強化を継続的に実施してまいります。

 

④　人材の確保

当社は社歴が浅く小規模組織であるため、今後の事業拡大や企業価値向上に向け、経営戦略策定から事業推

進、内部管理等、すべての会社機能において人材の確保が重要な課題であると認識しております。そのため、積

極的な採用と有効かつ効率的な社員教育・育成等により、優秀な人材の確保・拡充を図ってまいります。

 

⑤　知財戦略

当社の事業推進の過程や第三者との共同研究等で獲得した知的財産権の確保は、競争力の確保、将来の事業展

開のために重要であると認識しております。当社では、かかる知的財産権を顧問弁理士との緊密な連携により維

持・確保してまいります。

 

⑥　財務安定性の向上及び株主還元

当社は社歴が浅いため純資産の積上げが十分でなく、今後の事業拡大や必要な投資等に備えるため財務安定性

の向上が必要であると認識しております。また同時に、株主還元も重要な課題であると認識しております。事業

推進により利益剰余金の拡大を進めるとともに、かかる利益剰余金の活用に関し、内部留保と株主還元とをバラ

ンスをもって行っていく事が課題であると認識しております。
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２ 【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、投資家の投資判断にあたってリスク要因となる

可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、かかるリスク発生の回避及び発生した場合の当社事

業、業績又は財務状態への悪影響をミニマイズするための対応に努める方針ですが、当社株式に関する投資判断は、

以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

なお、文中の将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性

があるすべてのリスクを網羅したものではありません。

 

(1) 事業及び事業環境に関するリスク

①　再生医療関連事業

ａ．市場環境について

当社の再生医療関連事業は、医療機関より委託を受けて、①自由診療領域において、患者から採取された脂

肪組織より脂肪由来幹細胞を抽出・培養・凍結保存する加工業務、患者から採取された血液から成長因子等を

濃縮・無細胞化した後に凍結乾燥(フリーズドライ)を施しPFC-FDを作成する加工業務及び患者の脂肪組織を預

かる業務を行う受託サービス(以下、「加工受託サービス」)、並びに②主に自由診療領域における自家による

脂肪由来幹細胞や血液を用いた治療に関連して、「再生医療等安全性確保法」に係る法規対応サポートサービ

スや経営管理支援サービスを提供するコンサルティングサービス及び医療機器販売などの付随サービスを提供

しております。現在、当社が扱う加工受託サービスの主な疾患領域は変形性膝関節症としており、当該疾患に

対して当社の加工受託サービスを利用して医療機関が行う自家による脂肪由来幹細胞や血液を用いた治療件数

は、国内外での有効臨床データの発表や当該治療方法の認知度の高まり等を背景に増加してきており、当社で

は今後もこの傾向は継続するものと認識しております。しかしながら、自家による脂肪由来幹細胞や血液を用

いた治療はいまだ黎明期であり不確実性が高く、今後の法令諸規則の制定・変更や治療効果等の動向によって

は医療機関における治療件数の増加が鈍化する事もありえ、その場合には、今後の当社の経営成績及び財政状

態に影響を与える可能性があります。

また、当社の加工受託サービスは、委託者である医療機関においては患者に対する自由診療領域に関するも

のであり、当社は医療機関から加工受託サービスの対価として委託費を受領しておりますが、将来、当社が提

供する加工受託サービスに関する医療機関による治療が保険診療の対象となった場合には、診療報酬の改定等

に伴い医療機関から当社への委託費の価格引下げ圧力が生じる可能性があります。また、当社の加工受託サー

ビス分野に今後、競業他社が参入し競争環境が激化した際にも、同様に委託費の価格引下げ圧力が生じ得ま

す。このような要因により当社の加工受託サービスの委託費の価格低下が生じる場合には、今後の当社の事業

推進や経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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ｂ．法的規制について

当社の再生医療関連事業で行う加工受託サービス及び医療機器の販売は、「再生医療等安全性確保法」、

「医薬品医療機器等法」、「製造物責任法」、及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令の規制を

受けております。そして、再生医療関連事業の加工受託拠点である再生医療センターは、「再生医療等安全性

確保法」に基づき、厚生労働大臣より「特定細胞加工物製造」の許可(施設番号：FA3160006 有効期間：2017年

２月21日から2022年２月20日まで(５年間))を取得しているほか、医療機器の販売については、「医薬品医療機

器等法」に基づき、医療機器製造業の登録(登録番号：13BZ201240 有効期間：2018年11月５日から2023年11月

４日まで(5年間))を行っており、また、第三種医療機器製造販売業の許可(許可番号：13B3X10198 有効期間：

2016年６月20日から2021年６月19日まで(５年間))及び高度管理医療機器等販売業の許可(許可番号：30渋保生

高第52号 有効期間：2018年11月５日から2024年11月４日まで(６年間))を取得しております。

当社は、事業に関連する法規制やリスク対応等について、隔月に１回定期的に開催する社内のコンプライア

ンス・リスク協議会において検討するとともに、加工受託サービスに関しては「再生医療等安全性確保法」に

準拠した「標準業務手順書」(SOP)に基づく作業工程と品質管理を徹底する等、これらの許可・登録の維持、法

令及び関連する諸規則の遵守の徹底と管理体制の構築を図っておりますが、当社がこれら法令諸規則に抵触し

ているとして、許可・登録の取消し処分等を受けた場合、又はそれらに伴う当社信用の失墜などにより、当社

の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、これら法令諸規則の予期しない制定・変更

又は解釈の変更によって取引先の医療機関において新たな対応が必要となり、当社に対して加工受託サービス

等を委託する事が困難となる等の場合や、当社において新たな対応が必要となり追加コストが発生する等の場

合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．品質・安全性の確保及び製造体制について

「再生医療等安全性確保法」に基づく当社の脂肪由来幹細胞に関する加工受託サービスは、厚生労働大臣か

ら「特定細胞加工物製造許可」を得た再生医療センターで行っており、当該加工受託サービスの工程は、同許

可の前提となる「標準業務手順書」(SOP)に基づき実施し、品質確保に努めております。また、同法の規制を受

けないPFC-FDの加工工程におきましても、同許可に準拠したSOPを作成し、その規定に沿った品質の確保に努め

ております。

しかしながら、当社の管理不備により「標準業務手順書」(SOP)の規定に反する工程を実施し、その結果、当

該加工受託サービスの品質に悪影響を与えた場合、当社の信用失墜を招き、当社の事業推進に支障が生じ、今

後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、加工受託サービスにおける脂肪由来幹細胞の抽出・培養・保存及びPFC-FD加工の処理能力は、加工施

設、各種加工機器、及び加工技術者それぞれの処理能力に依存します。当社では受託件数の増加を見込み、受

託業務に使用する培地や機器等の改良・増設などにより作業工程を効率化し、また、専門的な知識・技能を有

する優秀な人材の採用と育成を進めている他、加工業務の一部を外部事業者に再委託する事を検討しておりま

す。しかしながら、これら処理能力の増強以上のスピードで医療機関からの委託ニーズが伸長し、当社の処理

能力上そのすべてを受託する事ができず事業機会を逸失する場合、又は受託するための処理能力の増強に係る

費用が想定以上に膨らんだ場合、計画どおりの人材の確保が行えない、若しくは当社の優秀な人材が流出した

場合には、当社の再生医療関連事業の事業拡大に支障が生じ、今後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与

える可能性があります。
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ｄ．特定の取引先について

当事業年度の売上高1,611,587千円のうち、医療法人社団活寿会（以下、「活寿会」）及び活寿会が運営する

クリニックに対する売上の合計額は513,822千円と売上高総額の31.9％となっており、活寿会に対する当社の売

上依存度は高い水準となっております。活寿会は、主に変形性膝関節症の治療を専門とするクリニックを経営

しており、当事業年度末日において、東京ひざ関節症クリニック銀座院、東京ひざ関節症クリニック新宿院、

大宮ひざ関節症クリニック、大阪ひざ関節症クリニックの４院（その後、横浜ひざ関節症クリニックを加え本

書提出日現在は５院）を傘下にしております。当社は、活寿会傘下の各院とは、それぞれの開院以来、加工受

託サービスを中心に再生医療関連事業の各サービスを提供するなどし、当社事業拡大にあたり活寿会とは極め

て緊密かつ重要な取引関係を築いてまいりました。当社及び活寿会は、今後もこの関係を維持、発展させる方

針であり、また当社といたしましては、活寿会以外の取引先の新規開拓、取引深耕図ってまいりますが、何ら

かの理由で将来、両者の関係が悪化し、あるいは活寿会の経営環境が悪化した場合などには、当社の経営成績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、当社で販売する医療機器の一部は、Medikan Co.,Ltdからの仕入れに依存しており、本書提出日現在に

おいて当該医療機器の代替製品は確保できておりません。当社では、代替品の確保に向けての施策を検討して

おりますが、何らかの理由でMedikan Co., Ltdからの仕入れが実施できない状況となった場合には、当社の経

営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 
ｅ．再生医療等治療に対する風評リスクについて

再生医療に関する規制の枠組みは、「再生医療等安全性確保法」及び、旧薬事法から改定された「医薬品医

療機器等法」により整備されましたが、両法は2014年11月に施行された新しい法律であります。今後、両法に

基づき再生医療を行う医療機関や関連サービスを提供する事業会社が増えるに従い、再生医療等に関して法令

違反行為や医療過誤の発生、又は想定外の治療結果などが起こり得ます。

当社の再生医療関連事業は、主に、他人の細胞等を利用する他家治療に比べ患者の健康リスクの少ない自家

による脂肪由来幹細胞や血液を用いた治療に関する加工受託サービスの提供であり、また、当社は、当社の加

工受託サービスを利用して治療を実施する医療機関に対し、加工受託サービスの適切な利用法に関するサポー

トを行っており、また、当社の再生医療等法規対応サポートサービスを利用して、自家による脂肪由来幹細胞

や血液を用いた治療を行う医療機関に対し「再生医療等安全性確保法」に基づき必要な法規対応に関するサ

ポートを実施しておりますが、医療機関等による法令違反行為等や患者にディメリットとなるような治療、ま

た違法な治療や医療過誤等により重篤な症状を引き起こす事象等が発生した場合には、再生医療全体に対する

風評被害となり、結果として当社の事業推進に支障が生じ、今後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。

 

ｆ．研究開発について

当社では、様々な細胞が分泌する小型の膜小胞であるエクソソームに着目し、再生医療関連事業における新

たな製造・加工受託分野の開拓や創薬事業への参入に向けエクソソームの研究開発を検討しております。本書

提出時点においては、エクソソームに係る他事業者との共同研究を推進させる計画でありますが、詳細な研究

方法、研究開発費の額や支出時期、具体的な事業化の内容や時期等は定まっておりません。このため、将来的

には多額の研究開発費を投じる事により当社の経営成績や財政状態が現状と大きく変化する可能性がありま

す。また、研究開発費に見合うだけの事業化等の成果が得られなかった場合等には、当社の事業拡大に支障が

生じ、今後の当社の事業戦略や経営成績に影響を与える可能性があります。
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②　コンシューマー事業

ａ．市場動向・競争環境について

当社のコンシューマー事業が属する化粧品関連業界は、消費者ニーズの高まりや海外観光客の増加等により

市場規模を拡大してきており、これを受けて当該業界への新規参入など競争環境も激化してきています。

当社は、再生医療関連事業で培ったノウハウとブランディングを他社製品・商品との差別化に活かし、コン

シューマー事業の売上げを拡大してきておりますが、有力な競業品の登場等により当社が販売する化粧品の競

争力が相対的に低下した場合、あるいは競争激化に伴い販売価格の低下を余儀なくされた場合には、当社の事

業推進に支障が生じ、今後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 
ｂ．法的規制について

当社のコンシューマー事業で行う業務は、化粧品の仕入れ・販売に関する「医薬品医療機器等法」、自社製

品の製造販売に関する「製造物責任法」、事業者の営業活動に関する「不正競争防止法」、製品の製造委託に

関する「下請代金支払遅延等防止法」、一般消費者への直接販売に関する「消費者契約法」、「不当景品類及

び不当表示防止法」、及び「特定商取引に関する法律」、並びに「個人情報保護法」等の法令の規制を受けて

おります。また、本業務を遂行するため、「医薬品医療機器等法」に基づき化粧品製造販売業の許可(許可番

号：13C0X11314 有効期間：2016年８月26日から2021年８月25日まで(５年間))を取得しております。

当社は、これら法令及び関連する諸規則の遵守の徹底と管理体制の構築を図っておりますが、当社がこれら

法令諸規則に抵触しているとして営業停止や課徴金等の行政処分を受けた場合や許可の維持ができない場合、

製造物責任法等に基づく損害賠償責任が発生した場合、又はそれらに伴う当社信用の失墜などにより、当社の

経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、これら法令諸規則の予期しない制定・変更又

は解釈の変更によって新たな対策が必要となった場合には、当社の本事業の推進に支障が生じ、今後の当社の

経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

ｃ．生産体制及び品質・安全性について

コンシューマー事業で取り扱う「シグナリフト」ブランドの化粧品については、販売する製品の製造設備を

自社で保有せず、すべての製造を株式会社シャロームに委託しています。そのため、何らかの理由で同社への

製造委託が維持できない状況となった場合、同社の製造拠点が事故や自然災害などにより生産停止になった場

合などには、製造委託の代替先が確保されるまでの間、当社製品の販売機会損失を招き、コンシューマー事業

の売上減少を通じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、本事業で販売する化粧品及び美顔器については、顧客の身体・衛生に危害が生じないよう細心の注意

をもって品質と安全性の確認を行い、また、取扱い方法の適切な案内に留意しておりますが、当社が販売する

化粧品及び美顔器により顧客の健康被害等が発生した場合には、賠償対応やリコール対応等による費用が発生

し、また当社に対する信用が失墜するなどし、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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ｄ．広告宣伝戦略について

コンシューマー事業で取り扱う化粧品及び美顔器は、主にECサイトや自社Webサイトを通じて販売しておりま

す。特に当社が注力している「シグナリフト」ブランドの化粧品販売は自社Webサイトでの直接販売を中心とし

ており、顧客獲得・販売効果を十分に検証しながらアフィリエイト広告やリスティング広告(※)等による宣伝

を行っております。なお、自社Webサイトへの商品の掲載に際しては、不当景品類及び不当表示防止法(景品表

示法)や化粧品等の適正広告ガイドラインを遵守して、外部専門家の確認を経たうえで行う等、適法性の確保に

努めているほか、アフィリエイト広告に係る自社ガイドラインを制定して適正なアフィリエイト広告の実施に

努めております。

広告宣伝を行う際には、個々の製品・商品ごとの消費者の嗜好動向や販売見込みを十分に検討した上で、そ

の実施時期・方法・支出金額等を決定しておりますが、広告宣伝による販売数の増加が期待した水準に満たな

い場合や、売上高増加の時期が想定より時間を要する場合、又は広告に関する規制強化等への対応等に時間や

費用などを要する場合には、コンシューマー事業の収益の悪化を通じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。

 

(※) 「アフィリエイト広告」と「リスティング広告」はともにインターネットの主要な広告手法であり、前者

は商品購入など実際に成果に繋がった件数に応じて広告費用が決まる成果報酬型の広告、後者は検索エ

ンジンを使用してあるキーワードを検索した時に、検索結果に表示される広告です。

 

ｅ．システム障害について

当社は、コンシューマー事業における商品販売において、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネッ

トワークに強く依存しており、自然災害や事故等により通信ネットワークが切断された場合、サイトへの急激

なアクセス増加や電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によりコンピュータシステムがダウンした場

合、コンピュータウィルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合には、コンシューマー事業の

事業推進に支障が生じ、今後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

③　共通

ａ．製造物責任について

当社の再生医療関連事業及びコンシューマー事業には、製造物責任賠償のリスクが内在しております。当社

は再生医療関連事業の細胞加工物及び医療機器並びにコンシューマー事業の化粧品及び美顔器について製造物

責任保険を一部付保しておりますが、最終的に当社が負担すべき賠償額を全額カバーできるとは限りません。

従いまして、当社が加工受託サービスした細胞加工物が患者の健康被害を引き起こした場合、又は当社が販売

する医療機器、化粧品及び美顔器の欠陥等による事故が発生した場合には、当社が製造物責任を負う可能性が

あり、当社の事業推進に支障が生じ、今後の当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

また、このような事例において結果として当社の責任が否定されたとしても、当社に対する信頼に悪影響が生

じ、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

 

ｂ．個人情報の保護について

当社のコンシューマー事業では、インターネット等の媒体を利用した個人顧客への直接販売を実施してお

り、購入者の個人情報を保有しております。また、再生医療関連事業において加工受託サービスを行う際、取

引先の医療機関から患者の個人情報を入手する機会があります。

当社では、入手した個人情報の管理を徹底していますが、何らかの理由で個人情報の漏洩や不正使用等の事

態が生じた場合には、当社の社会的信頼の失墜や賠償金の支払い等により、当社の経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。
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ｃ．知的財産権について

当社は、研究開発活動等により得た技術・ノウハウ等について、顧問弁理士の助言に基づき積極的に特許等

をはじめとした知的財産権を確保するよう努めております。また、当社が他社の知的財産権を侵害しないよう

十分に留意し疑義ある場合には顧問弁理士に調査を依頼するようにしております。

第三者により当社の知的財産権が侵害された場合や権利侵害を当社が行ったとして係争を起こされた場合、

又は、当社が獲得した知的財産権が当社の想定に反し有効に活用できない場合には、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｄ．自然災害等について

大地震等の自然災害及び火災等の事故等により、自社及び委託先の製造・加工設備の損壊、配送網の分断、

多くの役職員の就業不可状況の長期化等の不測の事態が発生した場合、当社事業の継続に支障が生じ、当社の

経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 会社組織に関するリスク

①　社歴が浅い事について

当社は2015年11月に設立、2019年10月期は第４期となる社歴の浅い会社であります。当社は設立第１期から黒

字決算を達成、その後も業績を拡大してまいりましたが、過年度の経営成績は期間比較を行うための十分な材料

とはならず、今後の経営成績を判断するための情報としては不十分である可能性があります。

 

②　小規模組織に応じた内部管理体制である事について

当社の人員体制は、2019年10月期期末日現在、取締役４名(常勤の業務執行取締役は３名)、従業員58名と小規

模な組織であります。このうち管理部門は常勤取締役１名、従業員11名であり、現在の当社の内部管理体制はこ

のような組織規模に応じたものとなっております。

今後も内部管理体制の強化を図るべく、人材の採用と育成を積極的に進めてまいりますが、計画どおりに人員

体制の強化が進まない場合には、内部管理体制の強化や当社の業務推進に支障が生じ、今後の事業拡大に影響を

及ぼす可能性があります。

 

③　特定の事業推進者への依存について

当社の代表取締役社長である裙本理人は、当社の創業者であり、設立以来、代表取締役として経営方針や事業

戦略の立案・決定及び事業推進において重要な役割を果たしております。

当社では事業担当取締役を配置、人員拡充による権限移譲を進めるなどし、同氏に過度に依存しない経営体制

の構築を行っており、今後も優秀な人材の確保・教育に努めてまいりますが、何らかの理由により、同氏が当社

の業務を推進する事が困難となった場合、当社の事業推進に支障が生じ、今後の経営成績及び財政状態に影響を

与える可能性があります。

 

④　人材の確保と育成について

「第１　企業の概況　１　主要な経営指標等の推移」及び「第５　経理の状況」に記載したとおり、当社の業

績は過年度において拡大しております。今後の更なる業績拡大のためには、各部門において優秀な人材の確保は

重要な経営課題と認識しており、人員の採用・教育を進めております。

しかしながら、人材の確保・育成が計画どおりに進まず、又は優秀な人材の流出等が発生した場合には、当社

の事業拡大に支障が生じ、当社の事業や経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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(3) 財産状況等について

①　配当について

当社は、創業以来株主に対する剰余金の配当実績はありません。剰余金配当など株主への利益還元は重要な経

営課題と認識しておりますが、当面は、財務の安定性と将来の成長に向けた投資等に備え、内部留保の確保を優

先する事が企業価値向上を通じた株主利益の最大化につながるものと考えております。

将来的には、事業環境、当社の経営成績や財務状況、及びそれらを踏まえた投資計画等を総合的に勘案しなが

ら株主への剰余金配当を検討してまいりますが、現時点においてはその実施時期や配当方針については未定であ

ります。

 

②　新株予約権による希薄化について

当社は、長期的な企業価値向上へのインセンティブや優秀な人材の確保等を目的に、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき、当社取締役、従業員及び社外協力者に対し新株予約権を付与しております。2019年

10月期期末日現在、これら新株予約権に係る潜在株式数は141,600株であり、発行済株式総数1,920,000株の7.4％

に相当します。

当社では、今後も、役職員等へのインセンティブ付与等を目的に、新株予約権又はそれに類するエクイティ・

インセンティブプランを実施する可能性があります。現在の潜在株式及び将来に付与・発行される新株予約権等

の権利行使が行われた場合には、当社株式の１株当たりの価値が希薄化し、さらに、かかる行使により交付され

た当社株式が市場で売却された場合には、当社株式の株価形成に影響を与える可能性があります。

 

③　資金使途について

株式上場時の公募増資による調達資金の使途については、今後の事業拡大に備えた設備拡充に伴う投資資金、

ソフトウエア等の拡充資金、人件費・採用費、及び再生医療関連事業における学会運営費用や研究開発費に充当

する予定です。しかし、事業環境や当社の事業戦略の変化によっては、現在予定している計画以外の使途へ充当

する可能性があり、また現在の計画に沿って資金を使用した場合においても、想定どおりの投資効果が得られな

い可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおり

であります。

 
①　経営成績の分析

当社は、2014年11月の「再生医療等安全性確保法」及び「医薬品医療機器等法」施行を踏まえ、再生医療業の

産業化推進と同業での新たな価値創出を目指し、2015年11月に創設され、当事業年度は第４期となります。

当事業年度におきましては、再生医療関連事業セグメントでは、提携医療機関の一層の開拓などにより加工受

託サービスの受託件数が順調に伸長し、コンシューマー事業では、シグナリフトブランド新製品の投入や大手ド

ラッグストア「トモズ」での販売を開始するなどし、売上の拡大を図ってまいりました。一方、人員の増強や内

部管理体制の強化を図ったことなどから販売費及び一般管理費についても増加、また東京証券取引所マザーズ市

場上場に伴う株式交付費、上場関連費用として計23,254千円を営業外費用として計上いたしました。

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は1,611,587千円(前事業年度比32.9%増)、売上総利益は1,153,598千

円(前事業年度比31.7%増)、営業利益は326,944千円(前事業年度比10.8%増)、当期純利益は199,606千円(前事業年

度比3.2%増)となり、創業以来３期連続の増収増益を達成いたしました。

 
報告セグメント別の実績は、以下のとおりです。

 
（再生医療関連事業）

再生医療関連事業では、加工受託サービス又はコンサルティングサービスの契約を締結した提携医療機関数

が前事業年度末から163院増加し当事業年度末には296院と順調に増加いたしました。また、有効な治療結果な

どを受け既存提携医療機関の受託サービス利用の稼働率も上昇いたしました。その結果、脂肪由来幹細胞加工

受託サービスと血液由来加工受託サービスとを合計した加工受託件数が前事業年度の2,320件から当事業年度は

5,228件に増加するなどし、加工受託サービス、コンサルティングサービス、医療機器販売ともに順調に売上が

拡大いたしました。一方、提携医療機関数や加工受託数の増加を受け変動費や人件費も増加いたしました。

これらの結果、本報告セグメントの当事業年度の売上高は1,199,407千円（前期比54.6％増）、セグメント利

益は602,317千円（前期比41.4％増）となりました。

 
（コンシューマー事業）

コンシューマー事業では、当事業年度第３四半期より大手ドラッグストア「トモズ」全店舗において化粧品

ブランド「シグナリフト」の販売を開始いたしました。一方、化粧品等のＥＣ広告環境の変化を受け、自社Web

サイトでの初回購入者向けの価格戦略やWeb広告出稿手法の見直しを行ってまいりました。

これらの結果、本報告セグメントの当事業年度の売上高は412,180千円（前期比5.6％減）、セグメント利益

は80,932千円（前期比36.6％増）となりました。

 
②　財政状態の状況

当事業年度における財政状態は、前事業年度末に比べて、東京証券取引所マザーズ市場上場時の公募増資等に

よる資金調達等により純資産が1,206,454千円増加し、財政状態は良好な状態で推移しております。資産、負債、

純資産別の財政状態は以下のとおりであります。

 
(資産)

当事業年度末の総資産は、1,842,242千円と前事業年度末から1,145,229千円増加いたしました。これは主

に、現金及び預金が1,080,614千円及び商品及び製品が23,837千円それぞれ増加したことを主因に流動資産が前

事業年度末から1,112,633千円増加の1,654,429千円、建物が25,008千円、敷金及び保証金が20,084千円それぞ

れ増加したことを主因に固定資産が前事業年度末から32,596千円増加の187,813千円となっております。

 

EDINET提出書類

セルソース株式会社(E35169)

有価証券報告書

18/78



 

(負債)

当事業年度末の負債は、234,539千円と前事業年度末から61,224千円減少いたしました。これは主に、未払法

人税等が50,305千円減少したことによります。

 
(純資産)

当事業年度末の純資産は、公募増資に伴い資本金503,424千円が増加したこと及び資本準備金が503,424千円

増加したことに加え、当期純利益の計上199,606千円により、前事業年度末から1,206,454千円増加し、

1,607,703千円となりました。

 

③　キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,333,551千円となり、前事業年度

末と比較して1,080,614千円の増加となりました。

当事業年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動による資金の増加は195,287千円(前事業年度は213,967千円の増加)となりまし

た。これは主に、税引前当期純利益303,346千円(前事業年度は294,549千円)及び長期前払費用償却額40,795千

円（前事業年度は1,775千円）の計上があった一方、法人税等の支払159,860千円（前事業年度は82,363千円の

支払）及びたな卸資産の増加による支出41,449千円(前事業年度は47,089千円の支出)などがあった事によるも

のです。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動による資金の減少は107,871千円(前事業年度は90,723千円の減少)となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出50,075千円(前事業年度は22,446千円の支出)及び長期前払費

用の取得による支出31,105千円(前事業年度は36,896千円の支出)などがあった事によるものです。

 
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動による資金の増加は993,198千円となりました。これは主に、株式の発行による

収入1,003,074千円によるものです。

 
④　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 
ｂ．受注実績

再生医療関連事業のうちコンサルティングサービスに関する、当事業年度における受注実績は以下のとおり

となります。

 

なお、その他のサービス・事業につきましては、受注から売上計上までの所要日数が短く、期中の受注高と

販売実績とがほぼ対応するため、記載を省略しております。

 

事業の名称 受注実績(千円) 前年同期比(％)

コンサルティングサービス 12,990 19.7
 

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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ｃ．販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

再生医療関連事業 1,199,407 154.6

コンシューマー事業 412,180 94.4

合計 1,611,587 132.9
 

(注) １．セグメント間取引は、ありません。

２．最近２事業年度及び当事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
 

相手先

第３期事業年度 第４期事業年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

医療法人社団活寿会 104,014 8.6 513,822 31.9

メトラス株式会社 115,320 9.5 187,169 11.6

東京ひざ関節症クリニック 137,488 11.3 － －
 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．東京ひざ関節症クリニックは、個人経営院としては2018年９月２日に閉院し、同年９月３日に医療法人社団

活寿会傘下の東京ひざ関節症クリニック銀座院として新たに開院しております。第３期事業年度の東京ひざ

関節症クリニックに対する販売高は個人経営院との取引金額のみを記載しております。

５. 第３事業年度期末日において、医療法人社団活寿会は、東京ひざ関節症クリニック銀座院、東京ひざ関節症

クリニック新宿院の２院を傘下にしており、第３期事業年度の販売高は２院の数値を合算して記載しており

ます。

６. 第４事業年度期末日において、医療法人社団活寿会は、東京ひざ関節症クリニック銀座院、東京ひざ関節症

クリニック新宿院、大宮ひざ関節症クリニック及び大阪ひざ関節症クリニックの４院を傘下にしており、第

４期事業年度の販売高は４院の数値を合算して記載しております。

 
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 

①　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表を作成するに当たり重要となる会計方針につきましては、「第５　経理の状況　１ 財務諸表等 注

記事項(重要な会計方針)」に記載されているとおりであります。

当社は、過去の実績や取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産、

負債の帳簿価額及び収益、費用の全般に反映して財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不

確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
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②　当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．再生医療関連事業について

当社の再生医療関連事業は、脂肪由来幹細胞加工受託サービス、血液由来加工受託サービス及びFatBankサー

ビスで構成される「加工受託サービス」、医療機関に対し再生医療等安全性確保法に関連する書類作成等のサ

ポートを行う法規対応サポートサービスやKPIによる経営管理手法や人材マネジメント手法をサポートする経営

管理支援サービスで構成される「コンサルティングサービス」及び医療機関が患者から脂肪等を採取するため

に必要となる機器を販売する「医療機器販売」を主に行っております。再生医療等に関する社会的な認知度の

向上などにより、当社のサービスを利用する提携医療機関数の増加等を踏まえ、本事業の当事業年度の売上高

は1,199,407千円と前事業年度比54.6%増加、セグメント利益は602,317千円と前事業年度比41.4％増加いたしま

した。

当社では、本事業の主要サービスは「加工受託サービス」であり、「コンサルティングサービス」と「医療

機器販売」は、「加工受託サービス」を提供する提携医療機関への付帯的サービスと位置づけております。ま

た、主要業務係数として「加工受託サービス提携医療機関数」を設定しモニタリングしております。当事業年

度末の加工受託サービス提携医療機関数は253院であり、前事業年度末の97院から156院増加しておりますが、

今後も加工受託サービス提携医療機関数の増加を図り、本事業における売上の一層の拡大を目指してまいりま

す。

 

ｂ．コンシューマー事業について

当社のコンシューマー事業は、主に自社化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液、クリーム、洗顔ジェル

等、一般消費者向けの化粧品の製造販売を行っております。当事業年度は、シグナリフトブランド新製品の投

入や大手ドラッグストア「トモズ」での販売を開始するなど売上の拡大を図る一方、化粧品等のＥＣ広告環境

の変化を受け、自社Webサイトでの初回購入者向けの価格戦略やWeb広告出稿手法の見直しを行ってまいりまし

た。その結果、本事業の当事業年度の売上高は412,180千円と前事業年度比5.6%減少、セグメント利益は80,932

千円と前事業年度比36.6％増加いたしました。

今後も、自社Webサイトの販売手法の最適化と「トモズ」等店舗向け販売の活性化を通じ、「シグナリフ

ト」ブランド化粧品の販売強化を図っていく予定です。

 

ｃ．収益性について

当社では、当社の企業価値向上と将来に向けての投資等の原資の確保のため、コストコントロールが極めて

重要と認識し、そのための主要な業務係数として営業利益率を重視しております。当事業年度は、主に内部管

理体制の強化や広告宣伝活動の積極展開などにより販売費及び一般管理費が増加した事から、営業利益率は

20.3%と前事業年度の24.3%から低下いたしました。今後も、収益拡大とあわせ営業利益率の推移を重要な業務

係数としてモニタリングし、適宜、的確な対応を実施する事で高収益性の確保に努めてまいります。

 

ｄ．資本の財源及び流動性の確保について

当事業年度末の純資産額は1,607,703千円、現金及び現金同等物の残高は1,333,551千円となっております。

流動比率は718.5％、自己資本比率は87.3%であり、重要な資本的支出の予定はなく、また金融機関の当座貸越

枠を確保している事から流動性の問題はありませんが、将来の事業拡大やそのための投資を想定しますと、財

務基盤の継続的な増強が必要であると認識しております。

 

EDINET提出書類

セルソース株式会社(E35169)

有価証券報告書

21/78



 

４ 【経営上の重要な契約等】

(1) 独占販売店契約

 

相手先の名称
相手先の
所在地

契約品目 契約期間 契約内容

Medikan Co., Ltd 韓国 医療機器商品
2018年10月１日から
2020年３月31日まで

指定医療機器商品の日本国内独
占販売契約

 

 

(2) OEM基本契約書

 

相手先の名称 契約期間 契約内容

株式会社シャローム
2017年１月１日から
2019年12月31日まで
(以降１年毎自動更新)

化粧品及び医薬部外品の製造委託

 

 

(3) 業務委託契約

 

相手先の名称 契約期間 契約内容

株式会社アストロバイ
オファーマ

2018年２月１日から
2019年１月31日まで
(以降１年毎自動更新)

再生医療関連事業及びそれに付随する業務に関する支援

 

 

５ 【研究開発活動】

当社の研究開発活動は、主に自家細胞・組織を用いた再生医療に関する臨床応用について、大学や事業会社との共

同で実施しております。

当事業年度における研究開発費の金額は7,999千円であり、全額が再生医療関連事業における研究開発費用でありま

す。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資については、加工施設設備の増強、品質管理の向上、研究開発機能の充実・強化などを目的

とした設備投資を実施しております。

当事業年度の設備投資の総額は49,821千円でありますが、その主なものは本社移転・増床に関する投資28,890千円

であります。

なお、当事業年度において生産能力へ重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去等はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】
2019年10月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業員
数
(名)建物

工具、器具
及び備品

その他 合計

再生医療
センター

(東京都渋谷区)
再生医療関連事業

加工施設設
備

－ 14,137 11,244 25,382 15

本社
(東京都渋谷区)

再生医療関連事業

コンシューマー事

業

全社（共通）

事務所
加工施設設
備

33,804 13,834 4,244 51,822 43

 

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．帳簿価格のうち「その他」は、機械及び装置、リース資産、ソフトウエアの合計であります。

４．再生医療センター及び本社は、賃貸借契約により使用しているものであり、年間賃借料はそれぞれ19,716千

円、49,105千円であります。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

投資予定額
資金調達
方法

着手時期
完了予定
時期

完成後の
増加能力

総額
(千円)

既支払額
(千円)

再生医療セ
ンター（東
京 都 渋 谷
区）

再生医療関
連事業

加工施設
設備拡充

10,000 ― 自己資金
2019年
12月

2020年2月 （注）2

加工施設
新設

100,000 ― 自己資金
2021年
10月期中

2021年
10月期中

（注）2

加工施設
設備拡充

50,000 ― 自己資金
2021年
10月期中

2021年
10月期中

（注）2
 

(注) １．上記の金額には消費税は含まれておりません。

２．完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。

 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,760,000

計 5,760,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2019年10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年１月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,920,000 1,992,000
東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は
100株であります。

計 1,920,000 1,992,000 ― ―
 

（注）１．提出日現在の発行数には、2020年１月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は、含まれておりません。

　　　２．当社株式は2019年10月28日付で、東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。

３．2019年10月25日を払込期日とする公募による新株式の発行による増資により、発行済株式総数が480,000株

増加しました。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

式によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

ａ．第２回新株予約権

 

決議年月日 2017年10月23日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　４
当社従業員　12

新株予約権の数(個)　※ 225

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　90,000　(注)１,３

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 123　(注)２,３

新株予約権の行使期間　※ 2019年10月24日から2027年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　  123
資本組入額　61.5　(注)２,３

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当
社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある事を要するものとす
る。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれ
に類する契約を締結した場合はこの限りではない。また、新株予約権の
割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が
日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後６カ月を経過す
る日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契
約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割
契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並び
に株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予
約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※　当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末

現在にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

３．当社は、2018年４月24日開催の取締役会決議により、2018年５月10日付で普通株式１株につき２株の割合

で、また2019年３月27日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合

で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ

れております。
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ｂ．第３回新株予約権

 

決議年月日 2018年４月24日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　19
社外協力者　１

新株予約権の数(個)　※ 100　

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　20,000　(注)１,３

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 180　(注)２,３

新株予約権の行使期間　※ 2020年５月10日から2028年４月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　 180
資本組入額　 90　(注)２,３

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従
業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時において
も、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位及び社外協力者に
ある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバ
イザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではな
い。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あ
るいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場し
た日以後６カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるもの
とする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契
約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割
契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並び
に株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予
約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※　当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末

現在にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

３．当社は、2019年３月27日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合

で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ

れております。
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ｃ．第４回新株予約権

 

決議年月日 2018年９月25日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　21
社外協力者　１

新株予約権の数(個)　※ 84

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　16,800　(注)１,３

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 180　(注)２,３

新株予約権の行使期間　※ 2020年10月３日から2028年４月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　 180
資本組入額　 90　(注)２,３

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従
業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時において
も、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位及び社外協力者に
ある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバ
イザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではな
い。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あ
るいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場し
た日以後６カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるもの
とする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契
約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割
契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並び
に株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予
約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※　当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末

現在にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

３．当社は、2019年３月27日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合

で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ

れております。
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ｄ．第５回新株予約権

 

決議年月日 2019年１月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員　17
社外協力者　２

新株予約権の数(個)　※ 74

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式　14,800　(注)１,３

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※ 1,850　(注)２,３

新株予約権の行使期間　※ 2021年１月29日から2029年１月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　 1,850
資本組入額　 925　(注)２,３

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従
業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時において
も、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位及び社外協力者に
ある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバ
イザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではな
い。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あ
るいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場し
た日以後６カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるもの
とする。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契
約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割
契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並び
に株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予
約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※　当事業年度の末日(2019年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末

現在にかけて変更された事項はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、200株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、

調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
　

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 

 
 

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
　

 
調整後行使価額

 
＝

 
調整前行使価額

 
×

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
 

 

３．当社は、2019年３月27日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で普通株式１株につき200株の割合

で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ

れております。
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② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年11月30日
(注)１

1,800 1,800 90,000 90,000 ― ―

2016年12月１日
(注)２

1,800 3,600 ― 90,000 ― ―

2018年５月10日
(注)３

3,600 7,200 ― 90,000 ― ―

2019年４月１日
(注)４

1,432,800 1,440,000 ― 90,000 ― ―

2019年10月25日
(注)５

480,000 1,920,000 503,424 593,424 503,424 503,424
 

(注) １．会社設立

発行価格　 50,000円

資本組入額 50,000円

２．2016年12月１日付で実施した普通株式１株を２株に分割する株式分割によるものです。

３．2018年５月10日付で実施した普通株式１株を２株に分割する株式分割によるものです。

４．2019年４月１日付で実施した普通株式１株を200株に分割する株式分割によるものです。

５．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格　　　　2,280円

引受価額　　　　2,097.6円

資本組入額　　　1,048.8円

６．2019年11月27日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連する第

三者割当増資)による新株式72,000株(発行価額2,230円、引受価額2,097.60円、資本組み入れ額1,048.80円)

発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ75,513千円増加しております。

 

(5) 【所有者別状況】

2019年10月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 6 7 35 18 ― 885 951 ―

所有株式数
(単元)

― 259 88 2,338 769 ― 15,745 19,199 100

所有株式数
の割合(％)

― 1.3 0.5 12.2 4.0 ― 82.0 100.0 ―
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(6) 【大株主の状況】

2019年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

山川 雅之 東京都港区 964,800 50.25

裙本 理人 東京都中央区 264,000 13.75

シリアルインキュベート株式会
社

東京都港区西麻布三丁目17-15 211,200 11.00

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ Ｉ
ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ 常
任代理人　ゴールドマン・サッ
クス証券株式会社）

１３３ ＦＬＥＥＴ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤ
ＯＮ ＥＣ４Ａ ２ＢＢ Ｕ．Ｋ（東京都港区
六本木６丁目１０番１号　六本木ヒルズ森タ
ワー）

28,100 1.46

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮ
ＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮ
ＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡ
ＳＨＰＢ）（常任代理人　野村
證券株式会社）

１ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ，
ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧ
ＤＯＭ（東京都中央区日本橋１丁目９－１）

27,900 1.45

岩崎 泰次 静岡県静岡市駿河区 25,000 1.30

中村 壯陽 大阪府枚方市 21,000 1.09

音石 貫太郎 東京都東久留米市 16,700 0.86

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11-３ 15,500 0.80

丸谷 和徳 東京都目黒区 13,000 0.67

計 ― 1,587,200 82.66
 

(注)　１．裙本理人氏の所有持株数は、2019年９月19日開催及び2019年10月16日開催の取締役会において決議した、

当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う国内事業及び引受人の買取引受による国内売

出に関連したオーバーアロットメントによる売出しを目的として、みずほ証券株式会社との間で同氏が締

結した株式賃借契約に基づく貸株72,000株を含めて記載しております。なお、当該貸株については、2019

年11月27日にみずほ証券株式会社から同氏に対し返還済みです。

２．発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位を切り捨てしておりま

す。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

19,199

完全議決権株式であり、権利内容に何
ら限定のない当社における標準となる
株式であります。なお、単元株式数は
100株であります。

1,919,900

単元未満株式
普通株式

― ―
100

発行済株式総数 1,920,000 ― ―

総株主の議決権 ― 19,199 ―
 

 
 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 該当事項はありません。
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けております。しかしながら当社は、2015年11月の創業

と社歴が浅く、成長拡大の過程にあると考えており、財務の安定性と将来の成長に向けての投資等に備えた内部留保

の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に

対する最大の利益還元につながると考えております。

このことから当社は、会社創業以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。今後の株主への剰余金の配当

につきましては、事業環境、当社の経営成績や財務状況、及びそれらを踏まえた投資計画等を総合的に勘案し、株主

利益の最大化と内部留保のバランスを踏まえて検討してまいります。

剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を想定しておりますが、中間配当を行う事ができる旨定款で定めて

おります。なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う事ができる旨を

定めております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、「株主、従業員、取引先、取引先医療機関の患者様、消費者、

地域社会等、すべてのステークホルダーの利益の総和を最大限に尊重し、公平かつ迅速な情報開示を行う」事

と、「革新的・持続的な成長と長期安定的な企業価値の拡大を達成する」事とを同時に達成するための組織体制

と企業倫理醸成の仕組み作りと位置付けております。

当社は、「すべての人生に、再生医療を。」をコーポレート・ミッションに掲げ、経営目標である「再生医療

業の産業化推進と同業での新たな価値創造」を達成するために「コーポレート・ガバナンス」の充実が経営の最

重要課題の一つと認識しております。

 
②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ．企業統治の体制の概要

当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会を設置しております。また、取締役会又は監査役

会の機能を補完する機関として経営会議とコンプライアンス・リスク協議会を設置しております。

 
イ．取締役会

取締役会は取締役４名(うち社外取締役１名)で構成され、当社経営管理の意思決定機関として法令・定

款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行状

況 の監督を行っております。取締役会は原則毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催し、

迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。

 
ロ. 監査役会

監査役会は社外監査役３名(うち１名は常勤監査役)で構成され、業務監査及び会計監査を行う機関とし

て、監査の方針、監査計画の策定、監査の方法など監査役の職務の執行に関する決定を行っております。

各監査役は、監査に関する重要な報告を受け協議を行い、又は決議し経営の監視及び監査を行っておりま

す。監査役会は、原則毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況・監査

結果等の検討等、監査役相互の情報共有により有効かつ効率的な監査を行える体制としております。

 
ハ. 経営会議

経営会議は、社長を議長とし、社長を含む業務執行取締役３名及び執行役員３名の合計６名で構成さ

れ、取締役会決議により委任された事項、取締役会への上程議案、その他経営上重要な事項として社規則

で定められた事項を決議しています。経営会議は、原則月１回以上、議案の発生都度、随時開催し、構成

員の他、常勤監査役がオブザーバーとして出席するとともに、個別議案に関係する従業員が必要に応じ出

席しております。

 
ニ. コンプライアンス・リスク協議会

コンプライアンス・リスク協議会は、社長、業務執行取締役、執行役員、その他社長が指名する役職員

により構成され、原則として隔月１回開催されています。コンプライアンス・リスク協議会には、構成員

の他、常勤監査役及び顧問弁護士が出席し、社長の諮問を受けて、部門横断組織としてコンプライアンス

及び経営上のリスクにおいて種々勘案すべき事項及び行動計画等について協議し、社長に対し必要な答

申・報告・立案を行っています。
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各機関の構成員は次のとおりであります。（◎議長、〇構成員、□出席者、△オブザーバー）

役職名 氏名 取締役会 監査役会 経営会議
コンプライアンス
・リスク協議会

代表取締役社長 裙本　理人 ◎  ◎ ◎

取締役
経営管理本部長

雨宮　猛 〇  〇 〇

取締役
再生医療事業本部長

花木　博彦 〇  〇 〇

取締役（社外） 村上　憲郎 〇    

常勤監査役（社外） 山下　公央 □ ◎ △ △

監査役（社外） 小山　秀夫 □ 〇   

監査役（社外） 尾﨑　恒康 □ 〇   

執行役員
コンシューマー
戦略事業本部長

野崎　正郎   〇 〇

執行役員
経営管理本部
副本部長

大西　勝二   〇 〇

執行役員
再生医療事業本部

副本部長
藤田　健太   〇 〇

代表取締役社長が
指名する者

    〇

顧問弁護士     △

 

 
ｂ．現状の企業統治の体制を採用している理由

当社は、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定

し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健

全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
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ｃ. コーポレート・ガバナンスの体制

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりとなります。

 

 
③　企業統治に関するその他の事項

ａ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制、その他株式会社の業務

並びに当該株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部統制システムの整備

に関して、取締役会の決議により、以下のとおり体制の整備をしております。

 

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

・　「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス推進体制や役職員の遵守事項などを明文化する

事により、コンプライアンスに対する意識の醸成とその遵守徹底を図っております。

・　コンプライアンス・リスク協議会において、当社事業の関連するすべての法令を洗い出し、それらの

リスク評価とリスク低減策を定期的に実施・策定し、モニタリングしております。同協議会には顧問

弁護士がアドバイザーとして出席し、専門的知見で適宜助言を受けております。

・　常勤監査役が取締役会のみならず、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し、役職員の

職務執行状況をタイムリーに把握し、必要に応じて助言を行っております。

 

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　「文書保管管理規程」を定め、各種議事録やその他の重要文書等の取締役の職務執行に係る情報は適

切に保存、管理しております。

・　文書管理の責任部署は経営管理本部とし、経営管理本部は文書の保存と閲覧権限を適切に設定し、情

報管理を行うとともに、取締役及び監査役からの要請に基づき、速やかに必要文書を閲覧に供する事

ができる体制としております。

 

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・　「リスク管理規程」を定め、当社の抱える諸リスクの分類、評価、対応、モニタリング方法等を明確

化し、リスクに対する管理体制を構築しています。

・　コンプライアンス・リスク協議会において、「リスク管理規程」に基づき会社に発生し得るリスクを

洗い出し、それぞれのリスクごとに「重大性」と「発生頻度」でマトリックス評価の上、リスク受容

度を測定、その軽重に応じた対応策を実施する事としています。また、実施した対応策の進捗や効果

についても同協議会においてモニタリングする事としています。

 
ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

・　「取締役会規程」、「経営会議規程」及び「組織規程」において、取締役会、経営会議、社長及び業
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務執行取締役の決議・承認事項並びに職務権限を明確にし、それぞれの会議体の議案が適切に配分さ

れるようにしております。また、経営会議の議案の内容及びその採否の結果は毎月実施される定時取

締役会において報告され、経営上の重要な事項は取締役及び監査役に共有される体制としておりま

す。

・　取締役会及び経営会議の事務局を経営管理本部とし、経営管理本部はそれぞれの議案資料の取り纏め

と事前配布などにより、議論が効率的に行われるようサポート業務を実施しております。取締役会議

案資料につきましては、社外取締役を含め遅くとも会議の３日前までに議案資料を送付、取締役から

の要請等必要に応じて資料の事前説明を行う体制としております。

 

ホ．監査の使用人に関する事項及び当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項

・　「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」により、監査役会は監査役の職

務を補助すべき使用人を置く事を取締役会に要請できる旨定めています。また、監査役より監査業務

に必要な情報の提供又は業務の指示を受けた使用人は当該指示の執行にあたり、取締役の指揮命令を

受けないものとしております。

 

ヘ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・　監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し、また、稟議書など社内決

裁書類を閲覧できる権限を有し、会社経営上重要な事項を常に取締役と情報共有できる体制としてお

ります。

・　「監査役会規程」において、監査役会は取締役及び使用人に対し必要な情報を求める事ができる旨規

定しております。

 

ト．監査役への報告をした者が当該報告をした事を理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための

体制

・　「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」及び「内部通報制度規程」におい

て、監査役へ報告した者が当該報告をした事を理由として、会社及び取締役は不利な取扱いを行って

はならない旨を定めております。

 

チ．監査役の職務の執行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項

・　「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」において、監査役会は監査役の

職務の執行について生じる費用を会社に請求できる旨を定めております。

 

リ．その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

・　監査役はすべて社外監査役であり、独立・中立的な立場で実効的な監査を実施できる体制としていま

す。また、「監査役会規程」において、常勤監査役は職務上知り得た情報を非常勤監査役と共有する

旨規定しております。

・　監査役は、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し必要な情報を聴取するとともに、適

宜、社長、業務執行取締役と意見交換を行い相互の意思疎通を図っております。

・　監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的及び必要に応じて随時、情報及び意見交換を行

い、それぞれの監査活動の連携、実効性及び効率性の確保を行っております。
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④　株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができるとした事項

ａ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠った事による取締役(取締役であった者を含む)及び監

査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する事

ができる旨、及び、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠った事による損害賠償責任を限定する契約を

締結する事ができる旨、定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能

力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものです。

 
ｂ．剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議により定める事ができる旨を定款に定めています。これは、当社の剰余金の配当等に関

する基本方針に従い、機動的な決定を行う事を目的とするものです。

 
ｃ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を

定款に定めています。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行する事を目的とする

ものです。

 
⑤　取締役の定数

当社の取締役は、７名以内とする旨を定款で定めております。

 
⑥　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使する事ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定めております。

 
⑦　株主総会の特別決議の要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行う事を目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、議決

権を行使する事ができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨

を定款で定めております。
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(2) 【役員の状況】

男性7名　女性0名　(役員のうち女性の比率0％)

 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
社長

裙本　理人 1982年10月21日
2005年４月 住友商事株式会社入社

2015年11月 当社設立代表取締役(現任)
(注)３ 264,000

取締役

経営管理本部長
雨宮　猛 1962年７月14日

1986年４月 伊藤忠商事株式会社入社

1999年８月 日本オンライン証券株式会社(現

auカブコム証券株式会社)入社

2002年５月 同社執行役員

2008年６月 同社専務執行役

2017年６月 当社入社

2018年９月 当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)３ ―

取締役

再生医療事業本部長
花木　博彦 1969年２月18日

1991年４月 株式会社ニデック入社

2005年９月 株式会社ジャパン・ティッシュ・

エンジニアリング入社

2016年９月 当社入社

2018年９月 当社取締役再生医療事業本部長

(現任)

(注)３ ―

取締役 村上　憲郎 1947年３月31日

1970年４月 日立電子株式会社(現株式会社日

立国際電気)入社

1994年９月 インフォミックス株式会社代表取

締役社長兼米国本社副社長

1999年８月 ノーテルネットワークス株式会社

(カナダ)代表取締役社長

2001年11月 ドーセント日本法人代表取締役社

長

2003年４月 グーグル株式会社代表取締役社長

兼米国本社副社長

2009年１月 グーグル株式会社(日本法人)名誉

会長

2011年１月 株式会社村上憲郎事務所代表(現

任)

2012年３月 株式会社ブイキューブ社外取締役

(現任)

2013年８月 株式会社ウェザーニューズ社外取

締役

2014年12月 株式会社エナリス代表取締役社長

2017年10月 当社社外取締役(現任)

(注)３ ―

監査役

(常勤)
山下　公央 1951年２月18日

1974年４月 株式会社三和銀行(現株式会社三

菱ＵＦＪ銀行)入行

2004年７月 株式会社ＵＦＪホールディングス

(現株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ)執行役員

2005年６月 カブドットコム証券株式会社(現

auカブコム証券株式会社)取締役

会長

2014年６月 株式会社名村造船所社外監査役

(現任)

2017年６月 株式会社ＮＳＤ社外取締役(現任)

2017年10月 当社社外監査役(現任)

(注)４ ―

監査役 小山　秀夫 1951年９月14日

1990年４月 国立医療・病院管理研究所マクロ

経済研究室室長

2004年４月 国立保健医療科学院経営科学部部

長

2007年４月 静岡県立大学経営情報学部学部長

2010年４月 兵庫県立大学大学院経営学研究科

教授

2018年４月 兵庫県立大学名誉教授

2018年４月 当社社外監査役(現任)

(注)４ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 尾﨑 恒康 1969年６月24日

1994年４月 司法研修所

1996年４月 検事任官

1997年４月 福岡地方検察庁

1999年４月 東京地方検察庁特別捜査部

2003年４月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務

課付

2004年７月 総務省行政管理局企画調整課行政

手続室

2005年７月 検事退官

2005年８月 弁護士登録

2008年１月 西村あさひ法律事務所パートナー

2013年７月 西村あさひ法律事務所福岡事務所

代表(現任)

2014年６月 東ソー株式会社社外監査役(現任)

2016年９月 株式会社高田工業所ガバナンス委

員会委員長

2019年１月 当社社外監査役(現任)

(注)４ ―

計 264,000
 

(注) １．取締役 村上憲郎は、社外取締役であります。

２．監査役 山下公央、小山秀夫及び尾﨑恒康は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度の

うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2019年３月27日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度の

うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

社外取締役及び社外監査役について

ａ．社外取締役

当社の取締役４名のうち、社外取締役は村上憲郎の１名であります。

社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識を

もって当社経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏

及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

 
ｂ．社外監査役

当社の監査役３名はすべて社外監査役であります。

社外監査役山下公央は、長年に亘る大手銀行での勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有

し、また同銀行でのリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や複数の企業での取締役及び監査役

経験を有していることから、当社の実効性のある監査及び適切な内部統制構築への貢献を期待し常勤監査役に

選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

社外監査役小山秀夫は、医療・病院管理研究所での勤務や大学教授としての長年に亘る経験により医療経営

学に対する高い見識を有しており、当社経営への適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。な

お、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

社外監査役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点で

の問題把握と意見具申により、当社経営の適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同

氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

 
ｃ．独立性に関する基準及び方針

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた

規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利

益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する

人材を選定する事を基本方針としております。
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(3) 【監査の状況】

①　内部監査の状況

・　当社の内部監査は「内部監査基本規程」に基づき実施しております。当社は小規模組織であり、内部監査

専門部門は設置していませんが、監査責任者である経営管理本部長の指揮のもと、合計５名にて内部監査

を実施しております。なお、監査対象が経営管理本部主管業務の場合、社長は経営管理本部長以外の役職

員を当該監査責任者とする事としており、再生医療事業本部長がその任にあたっております。また、必要

に応じて個別監査の実施を社長の承認により外部専門機関に委託できる事としております。

・　毎年、期初に、監査責任者は内部監査方針及び年度監査計画を立案し、社長の承認を取得したうえで取締

役会に報告しております。個別監査は、当該年度監査計画に基づき行われ、監査責任者は実施計画を被監

査部門に通知し個別監査を実施しております。監査の結果及び改善指示の内容及び被監査部門による改善

活動の状況は、監査責任者から社長及び監査役に報告され監査の実効性を確保しております。

 

②　監査役監査の状況　

・　当社の監査役監査は、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき監査

を実施しております。常勤監査役が経営会議やコンプライアンス・リスク協議会等の重要な会議に出席し

て必要に応じて意見を述べる事ができる体制をとっております。

・　監査役は、稟議書などの決裁書面についても常時閲覧できる体制になっており監査機能の強化を図るとと

もに、監査役会において監査役間の情報共有を行い監査の実効性向上を図っております。なお、会計監査

人及び内部監査部門から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、

監査役・会計監査人・内部監査部門間で緊密な連携をとっております。

 
③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 
ｂ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　工藤雄一

指定有限責任社員　業務執行社員　奥谷績

 
ｃ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士10名　会計士試験合格者４名　その他４名

 
ｄ．監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定について、監査法人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制に加え、当社のビジネ

スに対する知識・理解の蓄積等を勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人は、これらの選定方針に合致し、

適切な監査が実施できるものと判断したため選定しております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全

員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監

査の適正性及び信頼性が確保でいないと認められたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

 

ｅ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等につい

て必要な検証を行った結果、監査の品質が確保されていることを監査役会が確認しております。
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④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

10,800 ― 22,000 1,500
 

当事業年度における非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ市場上場に係るコンフォートレター作成業

務であります。

 
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

 
ｃ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
ｄ．監査報酬の決定方針

監査公認会計士から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、公認会計士との協議により監査役

会の同意を得た上で決定いたします。

 
ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根拠等を

検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意しております。

 
(4) 【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ａ．報酬等の額の決定に関する方針

当社の各役員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役割と責任に応じた報酬体

系の中で協議・決定しております。なお、取締役報酬については、役員の報酬等の額及び固定報酬と変動報酬

で構成され、変動報酬は会社業績と個人の貢献度により決定する事としておりますが、本書提出日現在、役員

の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する詳細な方針は定めておりません。それぞれの職務内容、短期業

績連動や中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与などを踏まえ、今後検討してまいります。

 
ｂ．役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日

本書提出日現在の取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年４月24日開催の定時株主総会において、取締役

の報酬限度額を年額500百万円以内（ただし使用人分給与は含まない）、監査役の報酬限度額を100百万円以内

と決議頂いており、当該決議当時の取締役は３名、監査役は１名であります。なお、取締役及び監査役の個別

の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査役会の決議をもって、決定しております。

 
ｃ．当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年１

月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。

 
②　当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

47,700 47,700 ― ― ― 3

監査役
(社外監査役を除く。)

― ― ― ― ― ―

社外役員 18,900 18,900 ― ― ― 4
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(注) １．使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。

２．個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。

 
③　提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作

成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2018年11月１日から2019年10月31日まで)の

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構

へ加入し、専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミナー等に積極的に参加しております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年10月31日)
当事業年度

(2019年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 252,937 1,333,551

  売掛金 136,592 135,733

  商品及び製品 75,423 99,261

  仕掛品 ※1  23,752 ※1  43,428

  原材料及び貯蔵品 24,349 22,285

  前渡金 11,342 －

  前払費用 9,985 16,714

  その他 7,411 5,016

  貸倒引当金 － △1,562

  流動資産合計 541,796 1,654,429

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 8,795 33,804

   機械及び装置（純額） 9,081 4,540

   工具、器具及び備品（純額） 22,812 27,971

   リース資産（純額） － 6,703

   建設仮勘定 3,053 －

   有形固定資産合計 ※2  43,743 ※2  73,020

  無形固定資産   

   ソフトウエア 4,427 4,244

   無形固定資産合計 4,427 4,244

  投資その他の資産   

   長期前払費用 32,541 22,816

   繰延税金資産 32,031 25,174

   敷金及び保証金 42,473 62,557

   破産更生債権等 － 4,700

   貸倒引当金 － △4,700

   投資その他の資産合計 107,045 110,548

  固定資産合計 155,216 187,813

 資産合計 697,012 1,842,242
 

 

EDINET提出書類

セルソース株式会社(E35169)

有価証券報告書

45/78



 

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2018年10月31日)
当事業年度

(2019年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 31,477 14,631

  リース債務 － 3,039

  未払金 61,175 47,152

  未払費用 13,135 18,583

  未払法人税等 97,317 47,012

  未払消費税等 29,667 24,947

  前受金 58,692 69,967

  預り金 2,794 3,765

  受注損失引当金 ※1  1,009 ※1  1,152

  その他 492 －

  流動負債合計 295,763 230,253

 固定負債   

  リース債務 － 4,285

  固定負債合計 － 4,285

 負債合計 295,763 234,539

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 90,000 593,424

  資本剰余金   

   資本準備金 － 503,424

   資本剰余金合計 － 503,424

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 311,249 510,855

   利益剰余金合計 311,249 510,855

  株主資本合計 401,249 1,607,703

 純資産合計 401,249 1,607,703

負債純資産合計 697,012 1,842,242
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② 【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2017年11月１日
　至　2018年10月31日)

当事業年度
(自　2018年11月１日
　至　2019年10月31日)

売上高 1,212,730 1,611,587

売上原価 336,803 457,989

売上総利益 875,927 1,153,598

販売費及び一般管理費   

 荷造運賃 53,374 49,724

 広告宣伝費 183,127 149,934

 貸倒引当金繰入額 － 6,262

 役員報酬 61,900 66,600

 給料手当 59,780 157,270

 業務委託費 51,895 82,051

 地代家賃 19,168 47,429

 支払手数料 48,229 63,417

 減価償却費 2,819 6,734

 研究開発費 ※  6,880 ※  7,999

 その他 93,659 189,230

 販売費及び一般管理費合計 580,834 826,654

営業利益 295,092 326,944

営業外収益   

 受取利息 1 1

 受取補償金 245 －

 保険解約返戻金 － 3

 その他 87 －

 営業外収益合計 334 5

営業外費用   

 支払利息 － 49

 株式交付費 － 4,173

 上場関連費用 － 19,081

 為替差損 876 298

 営業外費用合計 876 23,603

経常利益 294,549 303,346

税引前当期純利益 294,549 303,346

法人税、住民税及び事業税 125,085 96,883

法人税等調整額 △23,935 6,857

法人税等合計 101,149 103,740

当期純利益 193,400 199,606
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 2017年11月１日
　至 2018年10月31日)

当事業年度
(自 2018年11月１日
　至 2019年10月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(製造原価明細)      

材料費  74,711 27.9 68,175 20.3

労務費  83,698 31.3 131,331 39.2

経費 ※1 108,908 40.7 135,550 40.5

当期総製造費用  267,318 100.0 335,057 100.0

期首仕掛品たな卸高  7,671  23,752  

合計  274,990  358,809  

期末仕掛品たな卸高  23,752  43,428  

当期製品製造原価  251,237  315,381  

期首製品たな卸高  1,426  32,488  

合計  252,664  347,869  

他勘定振替高 ※2 1,014  6,579  

期末製品たな卸高  32,488  35,047  

受注損失引当金繰入額  1,009  142  

製品売上原価  220,170  306,385  

(商品原価明細)      

期首商品たな卸高  60,966 38.1 42,935 19.8

当期商品仕入高  98,923 61.9 174,289 80.2

合計  159,890 100.0 217,224 100.0

他勘定振替高 ※3 322  1,406  

期末商品たな卸高  42,935  64,213  

商品売上原価  116,632  151,603  

売上原価合計  336,803  457,989  
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(注) ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注加工費 42,554 43,623

地代家賃 19,716 21,797

消耗品費 15,114 21,577

減価償却費 10,499 14,519
 

 

※２ 製造原価における他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

広告宣伝費
(販売費及び一般管理費)

730 3,845

交際費
(販売費及び一般管理費)

57 1,298

福利厚生費
(販売費及び一般管理費)

225 912

医療機器仕入高
(製造原価)

- 335

図書研修費
(販売費及び一般管理費)

- 187
 

 
※３ 商品原価における他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

材料仕入高
(製造原価)

- 1,346

広告宣伝費
(販売費及び一般管理費)

291 30

交際費
(販売費及び一般管理費)

31 29
 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、加工受託サービス及びコンシューマー事業製品については実際総合原価計算を、コンサ

ルティングサービスについては個別原価計算を採用しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　2017年11月１日　至　2018年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益

剰余金
利益剰余金合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 90,000 － － 117,848 117,848 207,848 207,848

当期変動額        

新株の発行      － －

当期純利益    193,400 193,400 193,400 193,400

当期変動額合計 － － － 193,400 193,400 193,400 193,400

当期末残高 90,000 － － 311,249 311,249 401,249 401,249
 

 
当事業年度(自　2018年11月１日　至　2019年10月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益

剰余金
利益剰余金合計

繰越利益

剰余金

当期首残高 90,000 － － 311,249 311,249 401,249 401,249

当期変動額        

新株の発行 503,424 503,424 503,424   1,006,848 1,006,848

当期純利益    199,606 199,606 199,606 199,606

当期変動額合計 503,424 503,424 503,424 199,606 199,606 1,206,454 1,206,454

当期末残高 593,424 503,424 503,424 510,855 510,855 1,607,703 1,607,703
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自　2017年11月１日
　至　2018年10月31日)

当事業年度
(自　2018年11月１日
　至　2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 294,549 303,346

 減価償却費 13,318 20,727

 長期前払費用償却額 1,775 40,795

 敷金償却 2,739 3,265

 貸倒引当金の増減額（△は減少） － 6,262

 受取利息 △1 △1

 支払利息 － 49

 株式交付費 － 4,173

 上場関連費用 － 19,081

 売上債権の増減額（△は増加） △86,687 △3,840

 たな卸資産の増減額（△は増加） △47,089 △41,449

 前渡金の増減額（△は増加） 4,011 11,342

 仕入債務の増減額（△は減少） 23,834 △16,845

 前受金の増減額（△は減少） 42,727 11,275

 その他 47,150 △2,987

 小計 296,329 355,194

 利息の受取額 1 1

 利息の支払額 － △49

 法人税等の支払額 △82,363 △159,860

 営業活動によるキャッシュ・フロー 213,967 195,287

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △22,446 △50,075

 無形固定資産の取得による支出 △2,439 △3,340

 長期前払費用の取得による支出 △36,896 △31,105

 敷金及び保証金の差入による支出 △28,941 △23,349

 投資活動によるキャッシュ・フロー △90,723 △107,871

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 株式の発行による収入 － 1,003,074

 上場関連費用の支出 － △7,891

 リース債務の返済による支出 － △1,983

 財務活動によるキャッシュ・フロー － 993,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 123,244 1,080,614

現金及び現金同等物の期首残高 129,693 252,937

現金及び現金同等物の期末残高 ※  252,937 ※  1,333,551
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 

２. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

建物(建物付属設備を含む)については定額法を採用し、その他の固定資産については定率法を採用しておりま

す。

ただし、2016年３月31日以前に取得した建物付属設備については、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 　　　　　　　　　　　　10～18年

機械及び装置 　　　　　　　　　　５年

工具、器具及び備品 　　　　 ４～10年

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウエアは、社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっております。

 
(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３. 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

 
４. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 
５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失の発生の可能性が高く、かつ、その金

額を合理的に見積る事が可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。

 

６. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

７. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」
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(企業会計基準第29号 2018年３月30日 企業会計基準委員会)

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30日 企業会計基準委員会)

 
(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計

基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいて

はTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月

15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す

る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整

合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れる事

を出発点とし、会計基準を定める事とされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目が

ある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加する事とされております。

 
(2) 適用予定日

2022年10月期の期首から適用します。

 
(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

 
(表示方法の変更)

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）を当事業年度の期

首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表

示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」30,609千円は、「投資その

他の資産」の「繰延税金資産」32,031千円に含めて表示しております。
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(貸借対照表関係)

※１　たな卸資産及び受注損失引当金の表示

損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

受注損失引当金に対応するたな卸資産の額

 

 
前事業年度

(2018年10月31日)
当事業年度

(2019年10月31日)

仕掛品 17,279千円 28,735千円

計 17,279千円 28,735千円
 

 

※２ 有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の内容は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2018年10月31日)
当事業年度

(2019年10月31日)

建物 2,200千円 2,941千円

機械及び装置 25,319〃 29,860〃

工具、器具及び備品 5,441〃 15,680〃

リース資産 －〃 1,915〃

計 32,961千円 50,398千円
 

 

(損益計算書関係)

※ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2017年11月１日
　至 2018年10月31日)

当事業年度
(自 2018年11月１日
　至 2019年10月31日)

一般管理費 6,880千円 7,999千円

計 6,880千円 7,999千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2017年11月１日 至 2018年10月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,600 3,600 － 7,200
 

(変動事由の概要)

普通株式の株式数の増加3,600株は、2018年５月10日付で、株式１株につき２株の分割を行ったものによるもの

であります。

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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当事業年度(自 2018年11月１日 至 2019年10月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,200 1,912,800 － 1,920,000
 

(変動事由の概要)

普通株式の株式数の増加は、株式分割による増加1,432,800株、新規上場に伴う新株発行による増加480,000株

であります。

 

２ 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2017年11月１日
　至 2018年10月31日)

当事業年度
(自 2018年11月１日
　至 2019年10月31日)

現金及び預金 252,937千円 1,333,551千円

現金及び現金同等物 252,937千円 1,333,551千円
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(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

主として、再生医療関連事業における加工設備（「工具、器具及び備品」）であります。

②  リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりです。

 

(金融商品関係)

１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、事業計画及びその進捗等を勘案し、運転資金については主に金融機関からの短期借入により、また設

備投資資金については、金融機関からの長期借入又は、株式・社債等の発行により資本市場から調達する方針で

あります。一時的な余資は金融機関への普通預金等、安全性及び換金性の高い短期金融資産で運用しておりま

す。また、市場リスクは原則として取らない方針であり、デリバティブ取引は通常業務の中で市場リスクが増加

した場合にのみ、必要に応じてヘッジ目的に限定し行う方針としています。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

未払金、未払法人税等は、すべて１年以内の支払期日であります。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　全般的な管理

金融商品に係るリスクを含む会社が負うリスクについては、「コンプライアンス・リスク協議会」において、

各リスクの洗出し、評価、軽減策などについて定期的に協議・確認する体制としております。

②　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

取引先の信用リスクについては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理、残高管理を行うとともに、定

期的に主要取引先の信用状況を確認しております。

③　資金の流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

月商に応じた預金残高を維持するとともに、資金繰表を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。ま

た、一時的な資金逼迫を想定し、金融機関から資金借入枠を確保しております。
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２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、貸借対照表計上額の重要性

が乏しい科目については、記載を省略しております。

 
前事業年度(2018年10月31日)

 

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 252,937 252,937 －

(2) 売掛金 136,592 136,592 －

資産計 389,530 389,530 －

(1) 未払金 61,175 61,175 －

(2) 未払法人税等 97,317 97,317 －

負債計 158,493 158,493 －
 

 
当事業年度(2019年10月31日)

 

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 1,333,551 1,333,551 －

(2) 売掛金 135,733 135,733 －

資産計 1,469,285 1,469,285 －
 

 

(注) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している事から、当該帳簿価額によって

おります。

 

負 債

(1) 未払金、(2) 未払法人税等

これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している事から、当該帳簿価額によって

おります。

 
３. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2018年10月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金 252,937 － － －

売掛金 136,592 － － －

合計 389,530 － － －
 

 
当事業年度(2019年10月31日)

 

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

預金 1,333,551 － － －

売掛金 135,733 － － －

合計 1,469,285 － － －
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

当社は、ストック・オプション付与日時点において未公開企業であり、付与日時点におけるストック・オプション

等の単位当たりの本源的価値は０円であるため、費用計上はしておりません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 

 第２回新株予約権

決議年月日 2017年10月23日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　４名
当社従業員　12名

株式の種類及び付与数 普通株式　93,200株　(注)

付与日 2017年10月31日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、「新株
予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会
社の取締役、監査役及び従業員の地位にある事を要するものとする。ただ
し、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契
約を締結した場合はこの限りではない。」、また、「新株予約権の割当て
を受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が日本国内
のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後６カ月間を経過する日のい
ずれか遅い日から権利行使できるものとする。」としております。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2019年10月24日～2027年10月23日
 

(注)　株式数に換算して記載しております。2018年５月10日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）及び

2019年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき200株の割合）による分割後の株式数に換算して記載し

ております。

 第３回新株予約権

決議年月日 2018年４月24日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　19名
社外協力者　１名

株式の種類及び付与数 普通株式　20,400株　(注)

付与日 2018年５月10日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、「新株
予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の
地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の役員もしくは従業員の地位及び社外協力者にある事を要す
るものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約ある
いはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。」、また、
「新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的
となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後６カ
月間を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。」と
しております。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2020年５月10日～2028年４月24日
 

(注)　株式数に換算して記載しております。2019年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき200株の割合）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。
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 第４回新株予約権

決議年月日 2018年９月25日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　21名
社外協力者　１名

株式の種類及び付与数 普通株式　18,800株　(注)

付与日 2018年10月３日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、「新株
予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の
地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又
は当社子会社の役員もしくは従業員の地位及び社外協力者にある事を要す
るものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約ある
いはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。」、また、
「新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的
となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後６カ
月間を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。」と
しております。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2020年10月３日～2028年４月24日
 

(注)　株式数に換算して記載しております。2019年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき200株の割合）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。

 第５回新株予約権

決議年月日 2019年１月28日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　17名
社外協力者　２名

株式の種類及び付与数 普通株式　15,600株　(注)

付与日 2019年２月25日

権利確定条件

権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使条件として、「新株
予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の
地位及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子
会社の役員及び従業員の地位及び社外協力者にある事を要するものとす
る。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに
類する契約を締結した場合はこの限りではない。」、また、「新株予約権
の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が
日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後６カ月間を経過す
る日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。」としておりま
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 2021年１月29日～2029年１月28日
 

(注)　株式数に換算して記載しております。2019年４月１日付の株式分割（普通株式１株につき200株の割合）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2019年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 
第２回新株予約権

(注)
第３回新株予約権

(注）
第４回新株予約権

（注）
第５回新株予約権

（注）

決議年月日 2017年10月23日 2018年４月24日 2018年９月25日 2019年１月28日

権利確定前(株)     

前事業年度末 90,000 20,000 18,800 ―

付与 ― ― ― 15,600

失効 ― ― 2,000 800

権利確定 ― ― ― ―

未確定残 90,000 20,000 16,800 14,800

権利確定後(株)     

前事業年度末 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

未行使残 ― ― ― ―
 

(注) 株数については、2018年５月10日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）及び2019年４月１日付の株

式分割（普通株式１株につき200株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

 
② 単価情報

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

決議年月日 2017年10月23日 2018年４月24日 2018年９月25日 2019年１月28日

権利行使価格(円) 123 180 180 1,850

行使時平均株価(円) ― ― ― ―

付与日における公正な
評価単価(円)

― ― ― ―
 

(注)　権利行使価格については、2018年５月10日付の株式分割（普通株式１株につき２株の割合）及び2019年４月１

日付の株式分割（普通株式１株につき200株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。

 
３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、付与日時点において当社は未公開企業であったため、本源

的価値によっております。また、付与時点における単位当たりの本源的価値は０円であるため、公正な評価単価は記

載しておりません。本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価は、純資産価額方式に基づき算定しておりま

す。

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式としておりま

す。
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５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計

額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

 
当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　    1,107,550千円

当事業年度において権利行使されたストック・オプションの 　　　　　　        ―

権利行使日における本源的価値の合計額

 
(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2018年10月31日)
 

当事業年度
(2019年10月31日)

繰延税金資産      
前受金 20,307千円  21,424千円

未払賞与 3,181 〃  4,213 〃

敷金償却額 1,421 〃  2,257 〃

未払事業税 8,661 〃  2,235 〃

貸倒引当金 － 〃  1,917 〃

一括償却資産 1,388 〃  1,196 〃

その他 4,076 〃  1,162 〃

繰延税金資産小計 39,037千円  34,406千円

評価性引当額 － 〃  － 〃

繰延税金資産合計 39,037千円  34,406千円

      

繰延税金負債      

仕掛品 △7,006千円  △9,232千円

繰延税金負債合計 △7,006千円  △9,232千円

繰延税金資産純額 32,031千円  25,174千円
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2018年10月31日)
 

当事業年度
(2019年10月31日)

法定実効税率 ―  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 ―  1.8％

税率変更による影響額 ―  1.4％

住民税均等割 ―  0.8％

留保金課税 ―  5.0％

所得拡大促進税制による税額控除 ―  △4.6％

その他 ―  △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ―  34.2％
 

（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため、記載を省略しております。

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2019年10月の上場に際して行われた公募増資の結果、当社の資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用

されることになりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、従来の34.6％から2019年11月

１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％となりました。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が4,326千円減少し、法人税等

調整額が同額増加しております。

(資産除去債務関係)

当社は、不動産賃貸契約に基づく、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりま
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すが、当該契約に伴う敷金及び保証金が資産に計上されていることから、資産除去債務の負債計上及びこれに対

応する除去費用の資産計上に代えて、当該敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理

的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

この見積りにあたり、使用見込期間は入居時に設置された設備一式の償却期間を採用しております。

また、敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減について、重要なものはありませ

ん。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議及び取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

取り扱う商品・サービスの分類に合わせ、組織単位及び財務情報を２事業部に分離し、「再生医療関連事業」と

「コンシューマー事業」の２つを報告セグメントとしております。

 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「再生医療関連事業」では、脂肪由来幹細胞加工受託サービス、血液由来加工受託サービス及びFatBankサービス

で構成される「加工受託サービス」、医療機関に対し再生医療等安全性確保法に関連する書類作成等のサポートを

行う法規対応サポートサービスやKPIによる経営管理手法や人材マネジメント手法をサポートする経営管理支援サー

ビスで構成される「コンサルティングサービス」及び医療機関が患者から脂肪等を採取するために必要となる機器

を販売する「医療機器販売」を主に行っております。

「コンシューマー事業」では、主に自社化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液、クリーム、洗顔ジェル等、

一般消費者向けの化粧品の製造販売を行っております。

 
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 
３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 2017年11月１日 至 2018年10月31日)

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表計上額
再生医療関連

事業
コンシューマー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 775,999 436,731 1,212,730 － 1,212,730

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － －

計 775,999 436,731 1,212,730 － 1,212,730

セグメント利益　(注)１ 425,844 59,247 485,091 △189,999 295,092

セグメント資産　(注)２ 230,943 131,331 362,274 334,738 697,012

その他の項目      

減価償却費 10,603 87 10,690 2,627 13,318

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

19,425 752 20,177 16,922 37,100
 

(注) １.セグメント利益の調整額△189,999千円は、各報告セグメントに含まれない全社費用であり、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント資産のうち、調整額に含めた報告セグメントに配分していない全社資産の金額は334,738千円で

あり、その主なものは、現金及び預金であります。
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当事業年度(自 2018年11月１日 至 2019年10月31日)

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表計上額
再生医療関連

事業
コンシューマー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,199,407 412,180 1,611,587 － 1,611,587

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － －

計 1,199,407 412,180 1,611,587 － 1,611,587

セグメント利益　(注)１ 602,317 80,932 683,249 △356,304 326,944

セグメント資産　(注)２ 303,101 78,656 381,758 1,460,484 1,842,242

その他の項目      

減価償却費 15,083 378 15,462 5,264 20,727

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

20,023 550 20,573 29,247 49,821
 

(注) １.セグメント利益の調整額△356,304千円は、各報告セグメントに含まれない全社費用であり、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２.セグメント資産のうち、調整額に含めた報告セグメントに配分していない全社資産の金額は1,460,484千円

であり、その主なものは、現金及び預金であります。

 
【関連情報】

前事業年度(自　2017年11月1日　至　2018年10月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３　主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東京ひざ関節症クリニック 171,858 再生医療関連事業
 

(注)　東京ひざ関節症クリニックは、個人経営院としては2018年９月２日に閉院し、同年９月３日に医療法人社団

活寿会傘下の東京ひざ関節症クリニック銀座院として新たに開院しておりますが、売上高は両院の数値を合

算して記載しております。

 
当事業年度(自　2018年11月１日　至　2019年10月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
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２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の売上高がないため、該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３　主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

医療法人社団活寿会 513,822 再生医療関連事業

メトラス株式会社 187,169 再生医療関連事業
 

(注)　医療法人社団活寿会は東京ひざ関節症クリニック銀座院等合計４院を開設しております。同法人の売上高に

はこれら４院との取引額も合算して記載しております。なお、前事業年度において主要な顧客相手先であっ

た東京ひざ関節症クリニック銀座院に対する売上高は、上記のうち180,545千円であります。

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

セルソース株式会社(E35169)

有価証券報告書

66/78



 

【関連当事者情報】

１ 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前事業年度(自 2017年11月１日 至 2018年10月31日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主 要 株 主

(個人)及び

その近親者

が議決権の

過半数を所

有している

会社等及び

当該会社等

の子会社

東京ひざ関節
症クリニック

東京都
中央区

― 診療所 なし
再生医療
関連事業
取引

再生医療等
加工受託
売上

131,804 ― ―

 

(注) １．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件は、独立第三者と同様の一般的な取引条件で行っております。

３．東京ひざ関節症クリニックは、個人経営院としては2018年９月２日に閉院し関連当事者に該当しない事とな

りました。取引金額は関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。

 
当事業年度(自 2018年11月１日 至 2019年10月31日)

該当事項はありません。

 
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前事業年度

(自 2017年11月１日
　至 2018年10月31日)

当事業年度
(自 2018年11月１日
　至 2019年10月31日)

１株当たり純資産額 278.65円 837.35円

１株当たり当期純利益 134.31円 137.74円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益

―円 137.59円
 

(注) １．当社は、2018年５月10日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で、また、2019年４月１日付で普通

株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が

行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益を算定しております。

２．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。

３．当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、当社は2019年10月28日に東京証券取引所マ

ザーズ市場に上場したため、新規上場日から当事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定

しております。

４．１株当たり当期純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

項目
前事業年度

(自 2017年11月１日
　至 2018年10月31日)

当事業年度
(自 2018年11月１日
　至 2019年10月31日)

１株当たり当期純利益   

　当期純利益(千円) 193,400 199,606

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る当期純利益(千円) 193,400 199,606

　普通株式の期中平均株式数(株) 1,440,000 1,449,205

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額(千円) － －

  普通株式増加数(株) － 1,489

 (うち新株予約権(株)) － (1,489)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第２回新株予約権
普通株式90,000株

第３回新株予約権
普通株式20,000株

第４回新株予約権
普通株式18,800株

―
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(重要な後発事象)

（第三者割当による新株式の発行）

当社は、2019年10月28日に東京証券取引所マザーズ市場への新規上場をいたしました。この株式上場にあた

り、2019年９月19日及び2019年10月４日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロット

メントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を以下のとおり

決議し、2019年11月27日に払込が完了いたしました。

この結果、資本金は688,937千円、発行済株式総数は1,992,000株となっております。

発行する株式の種類及び数 普通株式　72,000株

割当価格 １株につき2,097.60円

割当価格の総額 151,027千円

増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額　　　75,513千円
増加する資本準備金の額　75,513千円

割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社　72,000株

払込期日 2019年11月27日

資金の使途
再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資
資金、人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費等に充当する予定で
す。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

　建物 10,996 27,950 2,200 36,745 2,941 2,941 33,804

　機械及び装置 34,401 － － 34,401 29,860 4,540 4,540

　工具、器具及び備品 28,253 15,398 － 43,652 15,680 10,239 27,971

　リース資産 － 8,619 － 8,619 1,915 1,915 6,703

　建設仮勘定 3,053 19,447 22,501 － － － －

有形固定資産計 76,705 71,415 24,701 123,418 50,398 19,637 73,020

無形固定資産        

　ソフトウエア 4,872 907 － 5,779 1,534 1,090 4,244

無形固定資産計 4,872 907 － 5,779 1,534 1,090 4,244

長期前払費用 34,316 32,585 1,514 65,388 42,571 40,795 22,816
 

(注)１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 本社事務所移転・増床 27,546千円

建設仮勘定 本社事務所移転・増床関連 18,957千円

長期前払費用 プロスポーツ選手との契約金 21,600千円
 

 

２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 本社事務所移転・増床完了に伴う建物への

振替額
20,176千円

 

 
【借入金等明細表】

借入金等としてはリース債務がありますが、当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が、

当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則

第125条の規定により記載を省略しております。
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【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 － 6,262 － － 6,262

受注損失引当金 1,009 1,152 － 1,009 1,152
 

（注）受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分 金額(千円)

預金 1,333,551

　普通預金 1,333,551

計 1,333,551

合計 1,333,551
 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

医療法人社団活寿会 63,202

ザ・クリニック東京 13,590

横浜ひざ関節症クリニック 13,191

株式会社ネットプロテクションズ 5,156

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 3,963

その他 36,628

合計 135,733
 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

136,592 1,702,872 1,703,731 135,733 92.6 29.2
 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③ 商品及び製品

 

区分 金額(千円)

商品  

医療機器 50,940

美顔器 13,273

計 64,213

製品  

化粧品 35,047

計 35,047

合計 99,261
 

 

④ 仕掛品

 

品名 金額(千円)

加工受託検体 14,138

コンサルティングサービス案件 28,735

化粧品 554

合計 43,428
 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分 金額(千円)

原材料  

加工受託製造用資材 8,329

化粧品用容器等 10,540

計 18,869

貯蔵品  

無償提供用化粧品 2,565

梱包材・パンフレット 849

計 3,415

合計 22,285
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⑥　買掛金

 

相手先 金額(千円)

尾崎理化株式会社 4,314

SHIPPERT MEDICAL TECHNOLOGIES 2,539

株式会社保健科学東日本 1,107

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 980

東京医療クリーン事業協同組合 770

その他 4,920

合計 14,631
 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 393,318 767,304 1,172,202 1,611,587

税引前四半期(当期)
純利益

(千円) 76,095 127,923 222,919 303,346

四半期(当期)純利益 (千円) 49,554 83,648 145,725 199,606

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 34.41 58.09 101.20 137.74
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益

(円) 34.41 23.68 43.11 36.49
 

（注）当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますが、当事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 毎年11月１日から翌年10月31日まで

定時株主総会 毎事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 毎年10月31日

剰余金の配当の基準日 毎年４月30日及び毎年10月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 －

　　買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事ができな
い場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
当社の公告掲載URLは以下のとおりであります。
https://www.cellsource.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。
 

(注)　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券届出書及びその添付書類

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し)

2019年９月19日関東財務局長に提出。

 

(2) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会に

おける議決権行使の結果）に基づく臨時報告書

2020年１月28日関東財務局に提出。

 
(3) 有価証券届出書の訂正届出書

上記(1)に係る訂正届出書

2019年10月７日及び2019年10月16日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2020年１月28日

セルソース株式会社

取締役会　御中

　

EY新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 工　　藤　　雄　　一 ㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 奥　　谷　　　　　績 ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるセルソース株式会社の2018年11月１日から2019年10月31日までの第４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セル

ソース株式会社の2019年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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